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一　

は
じ
め
に
―
―
問
題
の
素
描

　

昨
今
、
外
国
で
発
生
し
た
重
大
な
人
権
侵
害
へ
の
対
応
が
各
国
の
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
浮
上
し
つ
つ
あ
る）

1
（

。
そ
の
対
応
策
の

一
つ
と
し
て
、
当
該
行
為
を
行
っ
た
個
人
を
国
際
法
上
の
重
大
犯
罪
に
基
づ
い
て
刑
事
訴
追
す
る
と
い
う
手
段
が
あ
る
。
こ
こ
で
い

う
「
国
際
法
上
の
重
大
犯
罪
」
と
は
、
国
際
法
に
基
づ
く
直
接
的
な
可
罰
性
が
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
犯
罪
の
み
を
指
す
。
具
体
的

に
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
お
よ
び
侵
略
犯
罪
と
い
っ
た
、
国
際
社
会
全
体
の
共
通
利
益
、
す
な

わ
ち
国
際
的
法
益
を
侵
害
す
る
最
も
重
大
な
犯
罪
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
犯
罪
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（International�

Crim
inal�Court:

Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
対
象
犯
罪
で
あ
っ
て
、
中
核
犯
罪
（core�crim

es

）
と
総
称
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
核
犯
罪
は
国
際

法
上
の
刑
罰
権
（ius puniendi
）、
す
な
わ
ち
、
国
際
刑
罰
権
の
実
体
法
上
の
根
拠
を
構
成
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

犯
罪
に
対
し
て
は
、
国
際
社
会
そ
れ
自
体
が
刑
罰
権
を
有
す
る
の
で
あ
る）

2
（

。

　

国
際
刑
罰
権
の
実
施
・
貫
徹
、
す
な
わ
ち
、
中
核
犯
罪
の
実
際
の
訴
追
と
処
罰
を
担
う
裁
判
体
の
管
轄
権
の
配
分
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
方
式
が
あ
る
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
国
際
的
な
刑
事
法
廷
に
よ
る
直
接
実
施
の
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
（
Ｉ
Ｍ
Ｔ
）
と
東
京
裁
判
（
Ｉ
Ｍ
Ｔ
Ｆ
Ｅ
）
や
、
冷
戦
終
結
後
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
お
よ
び
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）、
そ
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
他
方
、

国
際
法
規
範
を
国
内
法
に
受
容
し
た
国
家
の
国
内
刑
事
司
法
に
よ
る
実
施
（
い
わ
ゆ
る
間
接
実
施
）
も
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
両
者
の
中
間
類
型
と
し
て
、
国
際
化
さ
れ
た
国
内
法
廷
（
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
法
廷
）
も
設
立
さ
れ
て
い
る
（
た
と

え
ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法
廷
〔
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
〕
が
そ
れ
に
あ
た
る）

3
（

）。

　

中
核
犯
罪
は
、
多
く
の
場
合
、
国
家
に
よ
る
関
与
の
も
と
で
行
わ
れ
る）

4
（

た
め
、
そ
の
実
行
に
あ
た
っ
て
国
家
の
政
府
構
成
員
、
公

務
員
や
軍
人
と
い
っ
た
公
職
に
就
い
て
い
る
者
（
以
下
、
政
府
職
員
等
と
す
る
）
が
そ
れ
ら
の
犯
罪
に
関
与
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
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受
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
と
り
わ
け
国
際
刑
罰
権
の
間
接
実
施
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
国
家
が
外
国
の
政
府
職
員
等
を
訴
追
す
る

場
合
に
問
題
と
な
る
の
が
、
政
府
職
員
等
の
外
国
の
裁
判
権
か
ら
の
「
免
除
」（im

m
unity;�Im

m
unität

）
で
あ
る
。

　

個
人
を
享
有
主
体
と
す
る
「
免
除
」
は
、
国
際
法
上
、
主
権
国
家
の
独
立
平
等
に
基
づ
く
「
国
家
免
除
」
に
由
来
す
る
原
理
と
し

て
解
さ
れ
て
お
り
、
伝
統
的
に
は
次
の
二
つ
の
類
型
に
大
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
的
免
除
（im

m
unity�ratione personae

）
お

よ
び
事
項
的
免
除
（im

m
unity�ratione m

ateriae

）
で
あ
る
。

　

前
者
・
人
的
免
除
は
、
国
際
慣
習
法
上
、
現
職
の

0

0

0

国
家
元
首
、
政
府
の
長
お
よ
び
外
務
大
臣
―
―
こ
れ
ら
三
者
を
ま
と
め
て
「
ト

ロ
イ
カ
」
と
称
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
―
―
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
そ
し
て
、
こ
の
人
的
免
除
は
、
通
常
犯
罪

（ordinary�crim
es;�gew

öhnliche�V
erbrechen

）
の
み
な
ら
ず
、
国
際
法
上
の
重
大
犯
罪
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
射
程
、
と
り
わ
け
、
そ
の
事
項
的
適
用
範
囲
（
い
か
な
る
罪
種
に
つ
い
て
免
除
が
認
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
る

か
）
が
問
題
と
な
る）

6
（

。

　

他
方
で
、
後
者
・
事
項
的
免
除
は
、
国
際
慣
習
法
上
、
外
国
の
政
府
職
員
等
が
公
的
資
格
で
実
施
し
た
行
為
に
対
し
て
、
在
職
時

で
あ
る
か
離
職
後
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
射
程
（
事
項
的
適
用
範
囲
）、
特
に
、
国
際
法
上
の
重
大

犯
罪
に
ま
で
免
除
が
及
ぶ
の
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
人
的
免
除
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
国
家
実
行
の
蓄
積
が
比
較
的
乏
し
く
、

か
つ
、
そ
の
適
否
に
関
す
る
判
断
は
分
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る）

（
（

。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
国
際
刑
罰
権
の
直
接
実
施
、
す
な
わ
ち
、
国
際
刑
事
法
廷
に
よ
る
訴
追
の
場
合
に
問
題
と
な
る
「
垂
直
的
」

（
国
際
法
廷
と
国
家
と
の
関
係
に
お
け
る
）
免
除
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
際
刑
罰
権
の
間
接
実
施
、
す
な
わ
ち
、
国
家
に
よ
る
訴
追

の
場
合
に
問
題
と
な
る
（
国
家
間
の
関
係
に
お
け
る
）「
水
平
的
」
な
免
除
に
主
眼
を
置
く
こ
と
と
す
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
免
除
（
と
り
わ
け
、
水
平
的
次
元
に
お
け
る
事
項
的
免
除
）
の
問
題
に
つ
い
て
、
二
〇
二
一
年
一
月
二
八
日
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
民
刑
事
の
最
上
級
審
で
あ
る
連
邦
通
常
裁
判
所
（Bundesgerichtshof:
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
判
決
（
以
下
、
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本
判
決）

（
（

）
が
下
さ
れ
た
。
本
判
決
で
は
、
戦
争
犯
罪
の
嫌
疑
に
基
づ
い
て
ド
イ
ツ
で
起
訴
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
軍
の
元
兵
士

に
対
し
て
、
事
項
的
免
除
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
仮
に
外
国
の
軍
人
等
に
対
し
て
当
該
免
除
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
国
家
は
、（
当
該
外
国
が
免
除
を
放
棄
し
な
い
限
り
）
反
政
府
武
装
組
織
等
の
非
国
家
主
体
の
構
成
員

（
叛
徒
等
）
が
行
っ
た
中
核
犯
罪
の
責
任
し
か
問
い
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
国
際
刑
法
（
な
い
し
国
際
刑
罰
権
）
の

片
面
的
適
用
で
あ
り）

（1
（

、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
掲
げ
る
「
不
処
罰
の
文
化
を
終
わ
ら
せ
る
」
と
い
う
理
念
に
も
背
馳
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国

の
政
府
職
員
等
の
免
除
の
問
題
は
、
国
家
に
よ
る
中
核
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
の
可
否
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
う
る

問
題
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
、
中
核
犯
罪
の
分
業
的
な
訴
追
・
処
罰
シ
ス
テ
ム
全
体
の
命
脈
を
断
つ
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
重
大

な
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
中
核
犯
罪
の
訴
追
・
処
罰
の
概
要
と
近
時
の
動
向
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で

（
後
出
・
二
）、
上
述
の
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
を
取
り
上
げ
（
後
出
・
三
）、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
（
後

出
・
四
）。
く
わ
え
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
国
際
刑
事
法
学
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
自
覚
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
免
除

の
国
内
刑
事
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
実
際
の
訴
追
実
務
に
お
い
て
生
じ
う
る
問
題
点
を
抽
出
す
る
（
後
出
・
五
）。

そ
し
て
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
が
日
本
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を
素
描
す
る
（
後
出
・
六
）。

二　

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
に
基
づ
く
中
核
犯
罪
の
訴
追
・
処
罰

　

国
際
刑
罰
権
の
間
接
実
施
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
（V

ölkerstrafgesetzbuch

）
に
基
づ
く
中
核
犯
罪
の

訴
追
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
法
典
は
、
二
〇
〇
二
年
に
ド
イ
ツ
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
を
批
准
し
た
際
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る）

（（
（

。
そ
の
背

景
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
が
掲
げ
る
管
轄
権
の
配
分
方
式
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯
罪
の
訴
追
・
処
罰
は
、
第
一
次
的
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に
は
各
締
約
国
の
国
内
刑
事
司
法
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
こ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
負
う
と
い
う
「
補
完
性
の
原
則
」
で

あ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
ド
イ
ツ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
に
服
す
る
犯
罪
を
常
に
自
ら
訴
追
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
国
際
刑

法
典
を
新
た
に
制
定
し
、
中
核
犯
罪
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
た
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
補
完
性
の
原
則
を
受
け
て
、

中
核
犯
罪
に
該
当
し
う
る
行
為
を
―
―
ド
イ
ツ
刑
法
に
既
に
存
在
す
る
通
常
犯
罪
と
し
て
で
は
な
く
―
―
あ
く
ま
で
も
中
核
犯
罪
と

し
て
訴
追
・
処
罰
す
る
べ
く
、
そ
れ
ら
を
国
内
法
化
す
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る）

（1
（

。
ま
た
、（
侵
略
犯
罪
以
外
の
）
中
核
犯
罪
に
つ
い

て
世
界
主
義
（
同
法
一
条
一
文
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
外
犯
処
罰
も
広
く
担
保
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
刑
法
典
に
基
づ
く
訴
追
実
務
に
目
を
向
け
る
と
、
近
年
、
裁
判
例
が
一
定
程
度
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

目
を
引
く
。
と
り
わ
け
、
二
〇
一
五
年
以
降
、
主
に
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
に
お
け
る
紛
争
か
ら
ド
イ
ツ
へ
逃
れ
て
き
た
難
民
と
と
も
に

（
あ
る
い
は
、
難
民
と
し
て
）、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
等
に
関
与
し
た
多
く
の
被
疑
者
が
ド
イ
ツ
へ
流
入
し
て
き
た
こ

と
を
受
け
て
、
国
際
刑
法
典
に
関
す
る
司
法
当
局
の
訴
追
活
動
が
活
発
化
し
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
お
よ
そ
二
〇
〇
件
の
捜
査
手

続
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
一
件
の
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
に
関
す
る
有
罪
判
決
が
確
定
し
て
い
る
（
二
〇
二
一
年
三
月
現
在）

（1
（

）。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
こ
の
度
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
初
め
て
（
事
項
的
）
免
除
の
問
題
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
や
各
上
級
州
裁
判
所
の
裁
判
例
は
、
主
と
し
て
国
際
刑
法
典
の
各
則
（
特
に
同
法
八
条
所
定
の
戦
争
犯

罪
）
を
め
ぐ
る
論
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。
総
則
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
上
官
責
任
（
同
法
四
条
）
に
関
す
る
論
点
を
扱
う

裁
判
例
な
ど
が
み
ら
れ
た）

（1
（

。
そ
し
て
、
二
〇
二
一
年
一
月
二
八
日
に
言
渡
さ
れ
た
判
決
で
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
軍
の
元
中
尉
に

よ
る
「
捕
虜
虐
待
」
等
の
戦
争
犯
罪
と
い
っ
た
、
比
較
的
「
凡
庸
」
な
（
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
耳
目
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た
）
事
例
を

き
っ
か
け
に
、（
外
国
軍
兵
士
と
い
う
）
下
位
の
公
的
地
位
を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
（
そ
の
公
的
資
格
に
お
い
て
）
国
外
で
行
わ
れ
た
中

核
犯
罪
の
訴
追
可
能
性
が
初
め
て
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
に
基
づ
く
刑
事
手
続
で
は
、
外
国
の
政
府
職
員
を
は
じ
め
と
す
る
（
元
）
公
的
資
格
保
持
者
の
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ド
イ
ツ
裁
判
権
か
ら
の
免
除
は
、
争
点
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
い
わ
ば
「
暗
黙
の
了
解
」
を
も
っ
て
否
定
さ
れ
て
き
た

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
公
判
手
続
に
至
っ
た
、
外
国
の
政
府
職
員
を
対
象
と
し
た
中
核
犯
罪
に
基
づ

く
訴
追
の
事
例
で
は
、
被
告
人
の
ド
イ
ツ
裁
判
権
か
ら
の
免
除
の
有
無
が
明
示
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た）

（1
（

。
た
と
え
ば
、

現
在
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
上
級
州
裁
判
所
（O

LG�K
oblenz

）
に
係
属
中
の
、
シ
リ
ア
政
府
の
諜
報
機
関
の
元
幹
部
ら
二
名
に
対
す
る

（
世
界
主
義
に
基
づ
く
）
公
判
手
続）

（1
（

に
お
い
て
も
、
当
初
は
、
免
除
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た）

（1
（

。

　

本
件
Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
お
よ
び
原
審
）
の
公
判
手
続
に
お
い
て
も
、
弁
護
側
か
ら
も
免
除
に
関
す
る
主
張
は
な
さ
れ
ず
、
特
に
争
わ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
第
一
回
公
判
期
日
の
あ
と
に
急
遽
公
判
期
日
を
追

加
し
、
職
権
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た）

11
（

。
こ
う
し
て
、
元
公
的
資
格
保
持
者
た
る
被
告
人
の
事

項
的
免
除
に
基
づ
く
訴
訟
障
害
（
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
権
が
及
ぶ
と
い
う
基
本
的
な
訴
訟
条
件
の
欠
如
）
の
有
無
が
争
点
と
し
て

浮
上
し
た
の
で
あ
る
。三　

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
二
〇
二
一
年
一
月
二
八
日
判
決

　

本
章
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
二
〇
二
一
年
一
月
二
八
日
に
下
し
た
判
決
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。

（
一
）　

事
実
の
概
要
お
よ
び
裁
判
の
経
緯

1
　
事
実
の
概
要

　

本
件
で
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
軍
（
二
〇
二
一
年
八
月
の
反
政
府
武
装
組
織
タ
リ
バ
ン
に
よ
る
政
権
奪
還
前
の
、
犯
行
当
時
に
お
け

る
政
府
軍
。
以
下
、
国
軍
）
の
中
尉
（Lom

ri Baridm
an

）
で
あ
っ
た
被
告
人
に
よ
る
、
三
名
の
捕
虜
ら
に
対
す
る
虐
待
（
後
出
・
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（
1
）。
以
下
、
第
一
行
為
と
す
る
）、
お
よ
び
、
タ
リ
バ
ン
司
令
官
の
遺
体
を
辱
め
る
行
為
（
後
出
・（
2
）。
以
下
、
第
二
行
為
と
す
る
）

と
い
う
二
つ
の
事
実
が
問
題
と
な
っ
た
。
ま
た
、
両
事
実
に
共
通
す
る
事
実
と
し
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
、
犯
行
当
時
、
国
際

部
隊
に
支
援
さ
れ
た
国
軍
と
タ
リ
バ
ン
お
よ
び
そ
の
他
非
国
家
武
装
集
団
と
の
間
の
「
二
〇
〇
一
年
末
よ
り
継
続
し
て
い
る
非
国
際

的
武
力
紛
争
の
形
式
を
と
っ
た
戦
争
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。

　

裁
判
所
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
第
一
行
為
お
よ
び
第
二
行
為
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
1
）　
三
名
の
捕
虜
ら
に
対
す
る
虐
待
（
第
一
行
為
）

　

被
告
人
は
、
国
軍
の
中
尉
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
末
な
い
し
二
〇
一
四
年
初
頭
に
、
自
身
が
勤
務
す
る
営
舎
に
三
名
の
捕
虜
が
連

行
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
認
識
し
た
。
そ
の
前
日
に
は
、
営
舎
の
周
辺
に
お
い
て
叛
徒
が
国
軍
兵
士
を
射
殺
す
る
事
件
が
起
き
て
い
た
。

被
告
人
は
、
捕
虜
ら
が
連
行
さ
れ
た
副
司
令
官
の
執
務
室
か
ら
叫
び
声
が
聞
こ
え
て
き
た
た
め
、
同
室
へ
と
向
か
っ
た
。
被
告
人
が

部
屋
に
入
る
と
、
副
司
令
官
が
1
ｍ
ほ
ど
の
長
さ
の
太
い
ホ
ー
ス
で
捕
虜
を
殴
打
し
て
い
た
。
被
告
人
は
、
副
司
令
官
に
頼
ま
れ
て

尋
問
調
書
を
作
成
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
タ
リ
バ
ン
の
某
首
謀
者
と
武
器
の
隠
し
場
所
に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
尋

問
の
際
、
被
告
人
お
よ
び
副
司
令
官
は
、
共
同
の
決
意
に
基
づ
い
て
、
脅
迫
お
よ
び
軽
度
な
い
し
中
程
度
の
暴
行
を
用
い
て
、
捕
虜

ら
の
証
言
を
得
る
べ
く
協
働
し
た）

11
（

。

　

共
犯
者
た
る
国
軍
の
副
司
令
官
は
、
捕
虜
Ｖ1

に
対
し
、
同
人
を
「
引
き
裂
く
」
と
告
げ
て
脅
迫
し
た
。
被
告
人
は
、
同
人
に
対
し

て
ダ
リ
ー
語
で
「
電
流
を
浴
び
せ
る
」
旨
を
告
げ
、
共
犯
者
が
こ
れ
を
パ
シ
ュ
ト
ゥ
ー
語
に
通
訳
し
た
。
被
告
人
は
、
部
屋
の
壁
に

も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
Ｖ1

の
毛
髪
を
引
っ
張
り
、
そ
の
頭
部
に
連
続
で
四
発
の
殴
打
を
加
え
、
同
人
を
板
壁
に
打
ち
つ
け
た
。
副
司

令
官
は
、
Ｖ1

の
頭
部
に
対
し
て
二
度
ホ
ー
ス
を
上
か
ら
叩
き
つ
け
た）

11
（

。

　

被
告
人
は
、
捕
虜
Ｖ2

に
対
し
て
、
約
三
〇
秒
間
同
人
の
毛
髪
を
引
っ
張
り
、
自
白
を
迫
っ
た
。
右
執
務
室
に
在
室
し
て
い
た
別
の
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兵
士
が
、
そ
の
捕
虜
を
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
利
用
さ
れ
て
い
た
家
屋
で
捕
ら
え
た
旨
を
説
明
す
る
と
、
Ｖ2

は
、
す
す
り
泣
き
を
始
め
た
。

被
告
人
は
、
同
人
の
顔
面
を
平
手
で
軽
く
殴
打
し
、
泣
く
の
を
や
め
る
よ
う
命
じ
た）

11
（

。

　

そ
の
後
、
副
司
令
官
は
、
捕
虜
Ｖ3

の
額
を
手
の
甲
で
二
度
ず
つ
殴
打
し
、
肩
か
ら
地
面
に
引
き
ず
り
倒
し
た
う
え
で
、
上
か
ら
手

拳
で
頭
部
を
殴
打
し
た
。
同
人
が
質
問
に
答
え
、
再
び
身
を
起
こ
す
と
、
被
告
人
は
同
人
の
顔
面
を
平
手
で
殴
打
し
た
。
同
人
は
、

Ｖ1

お
よ
び
Ｖ2

と
は
異
な
り
、
虐
待
を
受
け
て
、
タ
リ
バ
ン
構
成
員
と
武
器
の
所
在
地
に
つ
い
て
供
述
し
た）

11
（

。

　

そ
こ
に
保
安
官
が
現
れ
、
捕
虜
ら
を
連
れ
出
し
た
こ
と
で
、
四
分
間
の
尋
問
が
終
了
し
た
。
殴
打
行
為
は
、
総
じ
て
軽
度
な
い
し

中
程
度
の
強
さ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
応
す
る
疼
痛
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ホ
ー
ス
に
よ
る
虐
待
は
、
頭
部
上
部
を
発
赤

さ
せ
、
軽
度
の
痛
み
を
も
た
ら
す
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
外
傷
や
精
神
へ
の
後
遺
症
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た）

11
（

。

（
2
）　
タ
リ
バ
ン
司
令
官
の
遺
体
を
辱
め
る
行
為
（
第
二
行
為
）

　

二
〇
一
四
年
の
第
一
四
半
期
、
被
告
人
は
、
銃
撃
戦
の
末
、
捜
し
て
い
た
タ
リ
バ
ン
の
上
級
司
令
官
の
遺
体
を
発
見
し
た
。
被
告

人
は
、
そ
の
遺
体
を
食
肉
業
者
へ
運
ぶ
よ
う
に
、
と
の
上
官
の
命
令
に
基
づ
い
て
、
軍
用
車
で
の
搬
出
を
命
じ
た
。
遺
体
は
、
ハ
ン

ヴ
ィ
ー
（
汎
用
四
輪
駆
動
車
）
タ
イ
プ
の
車
両
の
後
部
に
、
手
足
が
下
に
垂
れ
る
よ
う
な
格
好
で
置
か
れ
た
。
車
で
の
移
動
の
様
子

は
録
画
さ
れ
て
お
り
、
被
告
人
は
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
移
動
前
に
は
、
あ
る
警
察
官
が
遺
体
を
三
回
殴
打
し
た
。
被
告
人

は
、
遺
体
の
手
を
取
っ
て
、
手
を
振
る
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
と
っ
た
。
移
動
中
、
同
警
察
官
お
よ
び
同
車
の
屋
根
に
座
っ
て
い
た
兵
士

が
ア
サ
ル
ト
ラ
イ
フ
ル
で
何
度
も
遺
体
を
殴
り
つ
け
た
。
被
告
人
は
、
同
車
が
一
時
停
止
し
た
際
、
肉
を
吊
る
す
た
め
の
Ｓ
字
フ
ッ

ク
を
遺
体
に
取
り
付
け
た）

11
（

。

　

被
告
人
は
、
最
終
的
に
、
3
ｍ
ほ
ど
の
高
さ
の
防
壁
へ
と
車
を
走
ら
せ
、
輪
状
に
し
た
ロ
ー
プ
を
遺
体
の
首
に
巻
き
つ
け
た
う
え

で
、
遺
体
を
持
ち
上
げ
、
鉄
格
子
に
固
定
す
る
よ
う
指
示
し
、
自
身
も
こ
れ
に
手
を
貸
し
た
。
そ
し
て
、
被
告
人
は
、
遺
体
を
「
ロ
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バ
の
そ
れ
の
よ
う
に
運
び
出
し
、
こ
こ
に
吊
し
上
げ
た
」、
仲
間
を
攻
撃
す
る
よ
う
な
連
中
を
再
び
捕
ら
え
た
際
に
は
、
そ
の
者
ら

を
殺
害
す
る
、
と
述
べ
、
そ
の
様
子
を
動
画
に
撮
影
さ
せ
た
。
遺
体
を
防
壁
に
吊
る
す
際
、
被
告
人
お
よ
び
そ
の
命
令
を
受
け
た
者

た
ち
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
死
者
を
戦
利
品
の
よ
う
に
見
せ
つ
け
、
そ
の
死
後
も
続
く
名
誉
（
な
い
し
尊
厳
）
を
貶
め
る
こ

と
、
お
よ
び
、
タ
リ
バ
ン
の
指
導
者
を
自
ら
殺
害
し
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
か
な
い
主
張
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
昇
進
を
促
す
こ
と
で

あ
っ
た）

11
（

。

2
　
原
判
決
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
州
裁
判
所
二
〇
一
九
年
七
月
二
六
日
判
決
）

　

被
告
人
は
、
右
犯
行
後
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
出
国
し
、
複
数
の
国
を
経
由
し
て
二
〇
一
五
年
に
難
民
と
し
て
ド
イ
ツ
へ
入
国
し
、

二
〇
一
八
年
に
本
件
公
訴
事
実
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

原
審
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
州
裁
判
所
（O

LG�M
ünchen

）
は
、
二
〇
一
九
年
七
月
二
六
日
の
判
決）

11
（

に
お
い
て
、
被
告
人
を
、
第
一

行
為
に
つ
き
、
三
件
の
危
険
傷
害
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
二
四
条
。
そ
の
う
ち
、
Ｖ3
に
対
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
強
要
罪
〔
同
二
四
〇
条
一

項
〕、
Ｖ1
お
よ
び
Ｖ2
に
対
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
強
要
未
遂
罪
〔
同
三
項
〕
と
の
観
念
的
競
合
）、
お
よ
び
、
第
二
行
為
に
つ
き
、
侮
辱
的

な
待
遇
等
に
よ
る
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
（
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
九
号
）
で
有
罪
と
し
、
併
合
刑
（Gesam

tstrafe

）
と
し

て
、
二
年
の
自
由
刑
（
執
行
猶
予
）
を
言
渡
し
た
。
な
お
、
連
邦
検
察
庁
は
、
第
一
行
為
に
つ
き
、
拷
問
等
に
よ
る
人
に
対
す
る
戦

争
犯
罪
（
同
八
条
一
項
三
号
）
の
適
用
も
求
め
て
い
た
が
、
原
判
決
は
、
構
成
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め

な
か
っ
た）

11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
お
よ
び
連
邦
検
察
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
上
告
し
た）

1（
（

。

3
　
本
判
決
に
お
け
る
犯
罪
の
成
否
お
よ
び
量
刑
に
関
す
る
変
更
点

　

連
邦
検
察
庁
に
よ
る
上
告
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
原
判
決
を
次
の
よ
う
に
一
部
変
更
・
一
部
破
棄
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
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は
、
被
告
人
は
、
第
一
行
為
に
つ
き
、
拷
問
等
に
よ
る
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
（
危
険
傷
害
罪
、
強
要
罪
お
よ
び
強
要
未
遂
罪
と
の
観

念
的
競
合
）、
第
二
行
為
に
つ
き
、
侮
辱
的
な
ま
た
は
対
面
を
汚
す
待
遇
に
よ
る
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
に
基
づ
い
て
有
罪
で
あ
る

と
し
た
。
さ
ら
に
、
本
判
決
は
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
実
認
定
は
維
持
し
た
う
え
で
、
第
一
行
為
に
つ
い
て
言
渡
さ
れ
た
刑
を
破
棄

し
た
（
破
棄
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
州
裁
判
所
の
別
の
刑
事
部
に
差
戻
さ
れ
て
い
る
）。
そ
の
他
の
点
に
か
か
る
連

邦
検
察
庁
に
よ
る
上
告
、
お
よ
び
、
被
告
人
に
よ
る
上
告
は
、
棄
却
さ
れ
た
。

（
二
）　

判
旨
―
―
外
国
政
府
職
員
等
に
よ
る
戦
争
犯
罪
等
に
関
す
る
免
除
の
否
定
を
中
心
に

1
　
総
　
説

　

本
判
決
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
職
権
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
事
項
的
免
除）

11
（

に
基
づ
く
訴
訟
障
害
に
つ
い
て
も
検
討
が
な
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
事
項
的
免
除
に
基
づ
く
訴
訟
障
害
は
認
め
ら
れ
ず
、
国
際
慣
習
法
上
、
被
告
人
の
よ
う

な
（
元
）
軍
の
公
的
資
格
保
持
者）

11
（

は
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
裁
判
権
か
ら
の
免
除
を
享
有
し
な
い
と
し
た
の
で
あ

る
）
11
（

。

　

先
述
の
と
お
り
、
本
件
で
は
、
当
初
、
免
除
に
つ
い
て
は
争
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
判
決

の
序
盤
に
お
い
て
、「
ド
イ
ツ
が
裁
判
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
手
続
の
一
般
的
な
前
提
条
件
で
あ
る
。
そ
の
存
在
お
よ
び

限
界
は
、
法
的
問
題
と
し
て
、
手
続
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
、
職
権
に
基
づ
い
て
審
査
さ
れ
、
考
慮
さ
れ
う
る）

11
（

」
と
し
て
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
判
断
を
示
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、「
国
際
法
の
一
般
規
則
〔
国
際
慣
習
法
〕
に
よ
れ

ば
、
国
内
裁
判
所
に
よ
る
、
拷
問
に
よ
る
戦
争
犯
罪
お
よ
び
重
大
な
態
様
で
侮
辱
し
ま
た
は
対
面
を
汚
す
待
遇
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の

処
罰
、
な
ら
び
に
、
危
険
な
傷
害
お
よ
び
強
要
と
い
っ
た
、
同
時
に
実
現
さ
れ
る
一
般
刑
法
上
の
犯
罪
構
成
要
件
に
基
づ
く
処
罰
は
、

行
為
が
外
国
の
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
公
的
資
格
の
行
使
と
し
て
、
外
国
に
お
い
て
、
内
国
人
〔
ド
イ
ツ
人
〕
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以
外
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
は
、
排
除
さ
れ
な
い）

11
（

」
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
免
除
が
国
際
慣
習
法
上
確
立
し
て
い
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
訴
訟
障
害
と
し
て
の
免
除
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
国
際
慣
習
法
上
の
免
除
が
な
ぜ
ド
イ
ツ
法
上
も
重
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、「
国
際
慣
習

法
上
の
免
除
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
が
裁
判
所
構
成
法
二
〇
条
二
項
か
ら
導
か
れ
る
の
か
、
ま
た
は
基
本
法
二
五
条
か

ら
直
接
導
か
れ
る
の
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
免
除
は
常
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る）

11
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

以
下
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
免
除
を
否
定
す
る
う
え
で
示
し
た
論
拠
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

2
　
国
際
慣
習
法
と
し
て
の
事
項
的
免
除

　

ま
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
国
際
法
秩
序
に
お
け
る
国
際
慣
習
法
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
、
国
際
慣
習
法
性
を
検
討
す
る
際
の
方
法
論
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

国
際
司
法
裁
判
所
規
程
三
八
条
一
項
ｂ
に
い
う
国
際
法
の
一
般
規
則
と
は
、
国
際
法
上
の
義
務
づ
け
と
し
て
の
確
信
（„opinio iuris 

sive necessitatis

“）
を
伴
う
、
数
多
の
、
し
か
し
必
ず
し
も
す
べ
て
で
は
な
い
国
家
の
確
立
さ
れ
た
実
行
（„consuetudo

“ oder�„usus

“）

に
よ
り
支
え
ら
れ
た
規
則
を
い
う
。
そ
の
認
定
に
は
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
国
家
に
対
す
る
原
則
的
な
義
務
づ
け
の
ゆ
え
に
、

厳
格
な
要
件
が
課
さ
れ
る
〔
…
…）

11
（

〕。

　

国
家
実
行
の
発
見
に
は
、
国
際
法
ま
た
は
国
内
法
に
基
づ
く
国
際
法
上
の
交
流
を
所
管
す
る
国
家
機
関
（
通
常
は
政
府
ま
た
は
国
家
元

首
）
の
行
動
が
基
準
と
な
る
。
国
家
実
行
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
行
動
が
直
接
的
に
国
際
法
上
重
大
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
国
家

機
関
の
文
書
お
よ
び
立
法
府
ま
た
は
裁
判
所
の
文
書
か
ら
も
導
か
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
、
裁
判
所
の
判

断
や
国
際
法
の
学
説
は
、
国
際
慣
習
法
の
解
明
の
た
め
の
補
助
手
段
と
し
て
の
み
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
国
家
実
行
の
発

見
の
際
に
は
、
進
行
す
る
細
分
化
お
よ
び
承
認
さ
れ
た
国
際
法
主
体
の
増
加
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
国
際
的
な
次
元
に
お
け
る
近
時



12

法学研究 94 巻 12 号（2021：12）

の
法
発
展
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
際
組
織
、
お
よ
び
、
特
に
国
際
裁
判
所
の
機
関
の
行
為
に
対
し
て
、
特
別
な

注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
く
わ
え
て
、
国
内
裁
判
所
の
裁
判
は
、
外
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
免
除
の
領
域
の
よ
う
に
、
国
内
法
が
国
内
裁
判
所

に
国
際
法
の
直
接
適
用
を
許
容
し
て
い
る
場
面
に
お
い
て
と
り
わ
け
考
慮
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
国
連
国
際
法
委
員
会
の
作
業
は
、
法
的
確
信

の
存
在
の
傍
証
た
り
う
る）

11
（

。

　

そ
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

　

右
に
述
べ
た
基
準
を
用
い
る
と
、
国
際
慣
習
法
に
よ
れ
ば
、
外
国
の
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
、
特
に
兵
士
の
一
般
的
な
事
項
的
免
除
は

戦
争
犯
罪
に
基
づ
く
国
内
刑
事
訴
追
を
妨
げ
な
い）

11
（

。

　

ま
ず
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
国
家
は
、
国
家
の
主
権
平
等
に
鑑
み
て
、
少
な
く
と
も
主
権
的
行
為
（acta iure im

perii

）
に
関
し
て
は
、

原
則
と
し
て
外
国
の
裁
判
権
に
は
服
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
は
通
常
、
自
然
人
に
よ
っ
て
の
み
行
為
し
う
る
こ
と
か
ら
、
自
然

人
の
事
項
的
免
除
も
、
国
家
免
除
の
発
露
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
裁
判
手
続
に
関
与
し
て
い
な
い
外
国

国
家
一
般
の
主
権
的
行
為
で
は
な
く
、
あ
る
国
家
の
、
国
家
組
織
に
お
い
て
特
に
際
立
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
公
的
資
格
保
持
者
と
し
て

行
っ
た
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
、
自
然
人
た
る
個
人
の
刑
法
上
の
責
任
が
、
手
続
の
対
象
お
よ
び
免
除
の
有
無
の
基
準
点
な
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
事
件
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
項
的
免
除
は
、
そ
の
他
の
免
除
、
特
に
人
的
な
そ
れ
（ratione personae

〔
人
的
免
除
〕）
と

は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
民
事
法
上
の
責
任
の
排
除
に
も
妥
当
す
る）

1（
（

。

3
　
国
家
実
行

　

国
際
慣
習
法
上
の
規
則
が
成
立
す
る
に
は
、
客
観
的
要
件
と
し
て
の
国
家
実
行
お
よ
び
主
観
的
要
件
と
し
て
の
法
的
確
信
が
必
要

で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
前
者
・
国
家
実
行
に
関
し
て
、
以
下
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
。
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既
に
示
さ
れ
た
本
事
案
の
事
実
関
係
に
照
ら
せ
ば
、
国
内
裁
判
所
に
よ
る
刑
事
訴
追
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
的
な
国
家
実
行
が
存

在
す
る
。
国
家
の
機
関
お
よ
び
裁
判
所
は
、
幾
度
と
な
く
、
外
国
の
公
的
資
格
保
持
者
を
、
戦
争
犯
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
ま
た
は
人
道
に

対
す
る
犯
罪
に
基
づ
い
て
刑
事
訴
追
し
、
有
罪
判
決
を
言
渡
し
て
き
た）

11
（

。

　

こ
れ
ら
免
除
を
否
定
す
る
裁
判
が
数
多
く
あ
り
、
ま
た
重
大
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
〔
…
…
〕。〔
…
…
〕
国
内
の
裁
判
権
は
、
通
常
、

存
在
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た）

11
（

。

　

た
と
え
ば
、
国
民
社
会
主
義
〔
ナ
チ
ス
〕
体
制
の
多
数
の
責
任
者
ら
に
対
し
て
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
所
〔
Ｉ
Ｍ
Ｔ
〕
の

み
な
ら
ず
、
他
の
国
家
の
刑
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
有
罪
判
決
が
言
渡
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
れ
と
類
似
し
た
こ
と
が
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
犯
罪
の
処
罰
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

た
と
え
ば
、
現
地
の
セ
ル
ビ
ア
人
の
軍
隊
の
構
成
員
お
よ
び
現
地
の
警
察
署
の
署
長
等
に
対
し
て
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
の
幇
助
お
よ
び
そ
の

他
の
犯
罪
に
基
づ
い
て
有
罪
判
決
を
言
渡
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
に
基
づ
く
ル
ワ
ン
ダ
の
市
長
に
対
す
る
有
罪
判
決
に
対

し
て
も
、
同
人
の
か
つ
て
の
地
位
は
妨
げ
と
な
ら
な
か
っ
た）

11
（

。

　

行
為
時
に
公
的
資
格
を
有
し
て
い
た
被
告
人
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
補
充
的
に
、
さ
ら
な
る
国
内
裁
判
所
に
よ
る
手
続
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
近
年
、
た
と
え
ば
、
複
数
の
イ
ラ
ク
軍
の
元
構
成
員
が
、
欧
州
〔
各
国
〕
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
戦
争
犯
罪
に
基
づ
い
て
有

罪
判
決
を
言
渡
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

4
　
法
的
確
信

　

次
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
国
際
慣
習
法
の
要
件
と
し
て
の
法
的
確
信
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
検
証
し
て
い
る
。

　

一
貫
し
た
国
家
実
行
に
対
応
す
る
形
で
、
国
際
法
に
よ
れ
ば
、
―
―
主
権
的
行
為
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
職
位
を
問
わ
ず
外
国
の
公
的
資
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格
保
持
者
の
事
項
的
免
除
が
仮
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
限
り
に
お
い
て
―
―
、
少
な
く
と
も
、
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
に
対
す
る
、
戦
争

犯
罪
ま
た
は
一
定
の
そ
の
他
の
国
際
社
会
全
体
を
ゆ
る
が
す
犯
罪
に
基
づ
く
国
内
裁
判
所
に
よ
る
刑
事
訴
追
は
許
容
さ
れ
る
、
と
い
う
一
般

的
な
確
信
が
存
在
す
る）

11
（

。

　
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
原
則
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
、
一
九
四
五
年
八
月
八
日
の
国
際
軍
事
裁
判
所
〔
Ｉ
Ｍ
Ｔ
〕
条
例
七
条
は
、
明
文
上
、

被
告
人
の
公
的
な
地
位
は
、
国
家
の
元
首
で
あ
ろ
う
と
、
政
府
の
部
門
に
お
け
る
責
任
あ
る
公
務
員
で
あ
ろ
う
と
、
刑
罰
阻
却
事
由
ま
た
は

刑
罰
減
軽
事
由
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
は
な
い
と
定
め
て
い
る
。
同
条
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
明
ら
か
に
、〔
国
際
軍
事
〕
裁
判
所
の
管
轄
権

に
服
す
る
犯
罪
―
―
平
和
に
対
す
る
罪
、
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
（
条
例
六
条
）
―
―
に
関
し
て
、
右
に
掲
げ
た
者
ら
に
対
す
る

裁
判
権
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。〔
国
際
軍
事
〕
裁
判
所
が
も
っ
ぱ
ら
欧
州
の
枢
軸
国
の
主
要
戦
争
犯
罪
人
の
断
罪
お
よ
び
処
罰

の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
ど
も
（
条
例
一
条
）、
条
例
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
諸
原
則
は
、
既
に
一
九
四
六
年
に
国
際
連

合
の
総
会
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
（U

N
�D

oc.�A
/RES/（5�

［I

］）、
そ
の
後
、
次
第
に
一
般
的
な
原
則
と
し
て
援
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
の
創
設
の
際
な
ど
に
、
あ
わ
せ
て
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
〔
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
〕
は
、
国
家
的
機
能
の
行
使
と
し
て
犯
罪
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
戦
争
犯
罪
、
人
道

に
対
す
る
犯
罪
ま
た
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
の
実
行
に
つ
い
て
、
責
任
者
は
自
ら
国
内
の
ま
た
は
国
際
的
な
裁
判
権
か
ら
の
免
除
を
主
張
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
際
刑
事
裁
判
所
〔
Ｉ
Ｃ
Ｃ
〕
は
、
免
除
の
問
題
と
の
関
連
で
、
国
際
社
会
全
体
の
利
益
を

体
現
し
て
行
為
す
る
国
際
法
廷
を
、
一
国
の
利
益
の
た
め
の
国
内
司
法
と
は
区
別
し
た
が
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
事

項
的
免
除
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
を
表
明
し
て
い
な
い）

11
（

。

　

国
内
裁
判
所
は
、
多
く
の
場
合
、
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
ま
た
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
障
害
が

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い）

11
（

。

　
〔
…
…
〕
本
裁
判
部
自
身
は
、
国
家
免
除
の
原
則
が
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
と
同
様
の
通
用
力
を
も
っ
て
「
刑
事
訴
追
に
お
い
て
も
意
味

を
も
ち
、
い
わ
ゆ
る
人
的
免
除
を
享
有
す
る
者
ら
（
国
家
元
首
、
外
交
官
）
の
域
を
超
え
て
、
外
国
の
国
家
機
関
を
保
護
す
る
か
」
と
い
う

点
に
関
す
る
か
つ
て
の
裁
判
に
お
い
て
、
当
初
、
明
示
的
な
判
断
を
示
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
裁
判
部
は
、
そ
の
後
、
幾
度
と
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な
く
、
こ
の
問
題
を
明
示
的
に
取
り
上
げ
る
契
機
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
る
、
国
際
刑
法
典
ま
た
は
以
前
は

刑
法
典
旧
二
二
〇
条
ａ
所
定
の
犯
罪
〔
民
族
謀
殺
罪
＝
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
〕
に
関
す
る
外
国
の
（
元
）
公
的
資
格
保
持
者
の
刑
事
訴
追
に
対

し
て
特
に
異
を
唱
え
ず
に
き
た）

1（
（

。

　

さ
ら
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
近
時
の
国
連
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
に
お
け
る
、
政
府
職
員
の
外
国
刑
事
裁
判
権
か
ら
の
免
除
に
関

す
る
作
業）

11
（

に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

刑
法
上
の
免
除
に
関
す
る
近
時
の
国
連
国
際
法
委
員
会
の
作
業
は
、
い
ま
だ
完
了
し
て
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
、
現
段
階
で
は
、
少
な
く

と
も
、
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
も
事
項
的
免
除
を
認
め
る
国
際
法
規
則
は
導
出
さ
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
の
作
業
は
、
外
国
の
下
位
の
公
的
資

格
保
持
者
に
対
す
る
、
少
な
く
と
も
戦
争
犯
罪
ま
た
は
国
際
社
会
全
体
を
ゆ
る
が
す
一
定
の
そ
の
他
の
犯
罪
に
基
づ
く
国
内
裁
判
所
に
よ
る

刑
事
訴
追
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
、
統
一
的
な
実
行
お
よ
び
確
信
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
国
際
慣
習
法
の
一
般
的
規
則
を
変
更
す
る
も
の

で
は
な
い）

11
（

。〔
…
…
〕

　

そ
し
て
最
後
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
学
説
に
お
い
て
も
事
項
的
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
確
認
し
て

い
る
。

　

学
術
文
献
の
圧
倒
的
多
数
は
、
少
な
く
と
も
、
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
上
の
犯
罪
に
関
す
る
事
項
的
免
除
を

―
―
部
分
的
に
異
な
る
理
由
づ
け
お
よ
び
細
分
化
は
あ
り
つ
つ
も
―
―
否
定
し
て
い
る）

11
（

。

5
　
そ
の
他
の
免
除

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
事
項
的
免
除
以
外
の
免
除
、
特
に
、
い
わ
ゆ
る
人
的
免
除
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
と
お
り
言
及
し
て
い
る
。
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本
件
と
は
異
な
る
文
脈
に
お
い
て
、
国
家
の
た
め
に
行
為
す
る
者
の
免
除
が
肯
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
判
断
に
と
っ
て
肝
心
な
、

下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
の
事
項
的
免
除
の
問
題
に
は
影
響
し
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
戦
争
犯
罪
に
基
づ
く
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
存
在

し
う
る
、
一
定
の
極
め
て
高
い
地
位
を
有
す
る
国
家
の
代
表
者
の
免
除
は
、〔
…
…
〕
被
告
人
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
本
件
公
訴
事
実
に
は

妥
当
し
な
い）

11
（

。

　

た
し
か
に
、
国
家
元
首
、
政
府
の
長
ま
た
は
外
務
大
臣
と
い
っ
た
一
定
の
高
位
の
官
職
の
保
持
者
は
、
他
の
国
家
の
刑
事
裁
判
権
か
ら
の

免
除
を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
―
―
そ
の
他
の
要
件
お
よ
び
そ
の
範
囲
は
さ
て
お
き
―
―
原

則
と
し
て
、
下
位
の
国
家
の
公
的
資
格
保
持
者
に
は
及
ば
な
い
、
い
わ
ゆ
る
人
的
免
除
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
事
項
的
免
除
の
側
面
も

一
部
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
国
家
元
首
、
政
府
の
長
ま
た
は
外
務
大
臣
に
該
当
す
る
よ
う
な
状
況
か
ら
は
、
こ
こ
で
検
討
さ

れ
る
べ
き
軍
の
構
成
員
の
事
項
的
免
除
を
決
定
的
に
推
論
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い）

11
（

。

6
　
刑
法
典
上
の
犯
罪
に
関
す
る
免
除

　

さ
ら
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
（
通
常
犯
罪
な
い
し
一
般
犯
罪
）
に
関
す
る
免
除
に
つ
い
て
も
、
次
の
と
お
り
付
言
し
て

い
る
。

　

原
審
が
被
拘
禁
者
の
虐
待
に
関
し
て
肯
定
し
た
よ
う
な
、
一
般
犯
罪
の
み
に
基
づ
く
刑
事
訴
追
に
対
し
て
、
事
項
的
免
除
が
ど
の
程
度
妨

げ
と
な
る
の
か
に
関
す
る
説
示
は
不
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
被
告
人
に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
る
行
為
は
、
国
際
刑
法
典
八
条
所
定
の

戦
争
犯
罪
に
該
当
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
国
際
慣
習
法
上
承
認
さ
れ
た
犯
罪
が
実
際
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
免
除
と
い
う
訴
訟
障
害
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
起
訴
さ
れ
た
現
実
の
事
案
〔
公
訴
事
実
〕
は
、
法
的
観
点
か
ら

包
括
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
の
国
内
の
一
般
の
犯
罪
構
成
要
件
が
戦
争
犯
罪
を
捕
捉
し
う
る
場
合
が
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
戦
争
犯
罪
は
「
通
常
犯
罪
」〔„gew

öhnliche�V
erbrechen

“〕
と
し
て
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
、
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と
い
う
こ
と
か
ら
も
導
か
れ
る）

11
（

。

四　

免
除
の
適
用
範
囲
―
―
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
の
射
程

　

前
章
で
み
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
刑
法
の
発
展
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
際
的
に
み
て
も
極
め
て

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
家
に
よ
る
中
核
犯
罪
の
訴
追
、
す
な
わ
ち
、
国
際
刑
罰
権
の
間
接
実
施
に
あ
た
っ
て
、
外

国
の
公
務
員
等
の
刑
事
裁
判
権
か
ら
の
免
除
が
ど
の
程
度
認
め
ら
れ
る
か
は
、（
少
な
く
と
も
理
論
上
）
す
べ
て
の
国
が
直
面
し
う
る

問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
の
最
上
級
審
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
本
判
決
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
国
家
実

行
と
し
て
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
本
判
決
の
射
程
と
免
除
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加

え
る
。

　

本
判
決
で
は
、
そ
の
主
要
な
結
論
と
し
て
、
外
国
の
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
が
そ
の
公
的
資
格
に
お
い
て
、
国
外
で
戦
争
犯
罪

（
ま
た
は
「
一
定
の
そ
の
他
の
国
際
社
会
全
体
を
ゆ
る
が
す
犯
罪
」）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
国
際
慣
習
法
上
、
事
項
的
免
除
は
国
家
に
よ

る
訴
追
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
い
わ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
事
項
的
免
除
の
享
受
が
国

際
慣
習
法
規
則
か
ら
導
か
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
仮
に
被
疑
者
を
訴
追
し
て
も
国
際
法
違
反
に
は
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
突
破
口
と
し

て
、
有
罪
判
決
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
は
事
項
的
免
除
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
国
家
実

行
の
蓄
積
に
寄
与
し
た
と
評
し
う
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
免
除
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
な
い
し
本
判
決
の
射
程
に
つ
い
て
は
、
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
論
点
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
免
除
の
否
定
の
事
項
的
範
囲
、
す
な
わ
ち
免
除
が
否
定
さ
れ
る
犯
罪
の
種
類
な
い
し
範
囲
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
国
際
慣
習
法
上
、「
戦
争
犯
罪
ま
た
は
一
定
の
そ
の
他
の
国
際
社
会
全
体
を
ゆ
る
が
す
犯
罪）

11
（

」
に
つ
い
て
刑
事
訴
追
が
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許
容
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
そ
の
他
の
国
際
社
会
全
体
を
ゆ
る
が
す
犯
罪
」
と
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
、
国

際
社
会
全
体
の
共
通
利
益
に
関
わ
る
犯
罪
、
す
な
わ
ち
国
際
的
法
益
を
侵
害
す
る
最
も
重
大
な
犯
罪
（
中
核
犯
罪
）
の
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
判
決
理
由
に
お
い
て
、
戦
争
犯
罪
の
み
な
ら
ず
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
お
よ

び
平
和
に
対
す
る
罪
（
現
在
の
侵
略
犯
罪
）
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る）

11
（

こ
と
か
ら
も
看
取
さ
れ
う
る）

11
（

。
他
方
で
、
中
核
犯
罪
以
外
の

（
通
常
）
犯
罪
の
成
否
の
み
0

0

が
問
題
と
な
る
場
合
に
も
、
同
様
に
免
除
が
否
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
立

場
を
あ
え
て
明
ら
か
に
し
て
い
な
い）

11
（

。

　

第
二
に
、
免
除
の
否
定
の
享
有
主
体
、
換
言
す
れ
ば
人
的
範
囲
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
本
件
被
告
人
の
よ
う
な
「
下
位
」
の
公

的
資
格
保
持
者
に
限
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
本
判
決
で
は
、
主
に
、
本
件
被
告
人
の
よ
う
な
「
下
位
」
の
公
的

資
格
保
持
者
が
（
そ
の
公
的
資
格
に
お
い
て
）
行
っ
た
行
為
の
事
項
的
免
除
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
判
決
理
由
で
は
、「
少
な
く
と
も

0

0

0

0

0

、
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
に
対
す
る
〔
…
…
〕
刑
事
訴
追
は
許
容
さ
れ
る）

11
（

」（
圏
点
引
用

者
）
と
い
う
書
き
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
少
な
く
と
も
」（jedenfalls

）
と
い
う
付
加
語
は
、
免
除
が
否
定
さ

れ
る
人
的
範
囲
が
必
ず
し
も
下
位
の
政
府
職
員
等
に
限
ら
れ
な
い
（
す
な
わ
ち
、
上
位
の
公
的
資
格
保
持
者
な
ど
に
も
及
び
う
る
）
こ

と
を
示
唆
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
本
判
決
は
三
つ
の
「
読
み
方
」
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

11
（

。
第
一
に
、
下
位
の
政
府
職
員
等
は
、
国

際
慣
習
法
上
、
外
国
刑
事
裁
判
権
か
ら
の
事
項
的
免
除
を
一
切
（
す
な
わ
ち
、
罪
種
を
問
わ
ず
）
享
受
し
な
い
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

第
二
に
、
国
際
慣
習
法
上
、
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
が
そ
の
公
的
資
格
に
お
い
て
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
事
項

的
免
除
の
対
象
と
な
る
が
、
中
核
犯
罪
に
基
づ
く
刑
事
訴
追
に
関
し
て
は
免
除
の
例
外
（
否
定
）
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
解
釈
で

あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
事
項
的
免
除
は
、
原
則
と
し
て
、
公
的
資
格
に
お
い
て
行
為
を
行
う
限
り
、
す
べ
て
の
公
的
資
格
保
持

者
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
中
核
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
免
除
が
一
切
（
す
な
わ
ち
、
職
位
の
高
低
を
問
わ
ず
）
認
め
ら
れ
な
い
、
と
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い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
解
釈
」
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
本
判
決
で
は
明
示
的
な
態
度
表
明
を
あ
え
て
行
っ
て
い
な
い
が
、
連
邦
検
察
庁
は
、

上
記
の
う
ち
、
第
三
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
の
み
な
ら
ず
、
高

位
の
（
元
）
官
職
者
、
と
り
わ
け
（
国
際
慣
習
法
上
、
中
核
犯
罪
に
つ
い
て
も
本
来
な
ら
適
用
さ
れ
う
る
人
的
免
除
を
、
職
を
辞
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
喪
失
し
た
）
元
職
の

0

0

0

国
家
元
首
や
政
府
の
長
、
外
務
大
臣
（
い
わ
ゆ
る
ト
ロ
イ
カ
）、
そ
の
他
国
務
大
臣
、
将
校
な
ど
に
つ

い
て
も
、
外
国
の
国
内
刑
事
司
法
の
手
に
よ
る
訴
追
が
可
能
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
際
刑
罰
権
の
国
家
に
よ
る
実
施
・
貫
徹
の

射
程
が
よ
り
一
層
拡
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
も
、
そ
の
解
釈
運
用
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。

五　

免
除
の
国
内
刑
事
法
上
の
位
置
づ
け
―
―
一
身
的
刑
罰
阻
却
事
由
か
訴
訟
障
害
か

　

事
項
的
免
除
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
上
記
・
三
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
で
は
主
と
し
て
そ
の
国
際
法
上
の
根
拠
づ
け

や
範
囲
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
章
で
は
、
国
内
刑
事
法
に
目
を
転
じ
て
、
国
際
法
上
承
認
さ
れ
て
い
る
（
事
項

的
）
免
除
の
国
内
刑
事
法
体
系
に
お
け
る
位
置
づ
け
や
そ
の
具
体
的
効
果
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
一
）　

総
説
―
―
諸
立
場
の
分
類
・
整
理

　

国
際
法
学
に
い
う
（
裁
判
権
の
）「
免
除
」（im

m
unity;�Im

m
unität

）
は
、
刑
事
法
学
上
、
主
と
し
て
訴
訟
障
害

（V
erfahrenshindernis

）
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
手
続
法
上
の
訴
追
の
制
約
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
そ
の
よ
う
に
位

置
づ
け
て
い
る）

11
（

。
も
っ
と
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
日
本
の
学
説
に
お
い
て
は
、
免
除
を
実
体
法
上
の
一
身
的
刑
罰
阻
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却
事
由
な
い
し
人
的
処
罰
阻
却
事
由
と
み
る
見
解
な
ど
も
あ
り
、
免
除
の
法
的
性
質
と
効
力
に
関
す
る
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の

評
価
が
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
れ
ら
免
除
に
関
す
る
諸
見
解
は
、
次
の
二
つ
の
基
本
的
立
場
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
に
、
免
除
に
刑
事
実
体
法
上
の
効
力
を
認

め
、
免
除
享
有
者
に
は
刑
法
の
適
用
（
効
力
）
が
及
ば
な
い
、
な
い
し
は
、
刑
罰
を
科
し
え
な
い
（
刑
罰
権
が
発
生
し
な
い
）
と
す
る

見
解
で
あ
る
（
第
一
類
型
）。
第
二
に
、
免
除
に
は
刑
事
手
続
法
上
の
効
力
（
の
み
）
を
認
め
、
訴
追
の
妨
げ
（
訴
訟
障
害
）
と
す
る

見
解
で
あ
る
（
第
二
類
型
）。
換
言
す
れ
ば
、
第
一
類
型
で
は
、
刑
法
（
刑
罰
権
）
の
適
用
範
囲
（
な
い
し
可
罰
性
）
が
問
題
と
な
る

の
に
対
し
て
、
第
二
類
型
で
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
扱
い
（
す
な
わ
ち
、
訴
追
可
能
性
）
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
位

置
づ
け
如
何
に
よ
っ
て
は
法
的
効
果
・
帰
結
の
点
に
お
い
て
大
き
な
差
異
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
基
本
的
立
場
を
、
以
下
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
細
密
に
分
類
・
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る）

11
（

。

①　

�

ま
ず
、
免
除
享
有
者
（
が
行
っ
た
行
為
）
に
つ
い
て
、
刑
罰
法
規
の
（
人
的
）
適
用
範
囲
が
そ
も
そ
も
及
ば
な
い
（
刑
法
の

適
用
が
な
い
）
と
す
る
説
（
刑
法
適
用
除
外
説
）。

②　

�

次
に
、
免
除
を
（
①
と
同
様
に
）
実
体
法
上
の
概
念
と
し
て
捉
え
つ
つ
、
刑
法
の
適
用
そ
れ
自
体
は
肯
認
し
、
免
除
享
有

者
に
つ
い
て
一
身
的
刑
罰
阻
却
事
由
（
な
い
し
人
的
処
罰
阻
却
事
由
）
を
認
め
る
と
す
る
説
（
刑
罰
阻
却
説
）。

③　

さ
ら
に
、
免
除
を
手
続
法
上
の
概
念
と
し
て
捉
え
、
も
っ
ぱ
ら
訴
追
の
制
約
（
訴
訟
障
害
）
と
み
る
説
（
訴
訟
障
害
説
）。

④　

�

最
後
に
、
免
除
に
実
体
法
と
手
続
法
の
双
方
に
ま
た
が
る
「
二
重
の
機
能
・
効
力
」（
二
面
的
な
法
的
性
質
）
を
認
め
、
刑

法
的
に
は
一
身
的
刑
罰
阻
却
事
由
、
訴
訟
法
的
に
は
訴
訟
障
害
を
構
成
す
る
と
解
す
る
説
（
折
衷
説
）。

　

上
記
の
う
ち
、
①
お
よ
び
②
の
見
解
は
前
述
の
第
一
類
型
、
③
は
第
二
類
型
に
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
、
ま
た
、
④
は
両
類
型
の
中
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間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
二
）　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
変
遷

　

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、
①
（
刑
法
適
用
除
外
説
）
が
最
も
古
く
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
支
配
的
見
解
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う）

1（
（

。
こ
の
時
代
に
お
け
る
、
国
家
主
権
を
絶
対
視
す
る
古
典
的
国
際
法
の
理
解
の
も
と
で
、
免
除
享
有
者
は
い

わ
ば
（
外
国
の
）
法
秩
序
の
外
に
置
か
れ
、
刑
法
の
（
人
的
）
適
用
範
囲
（
な
い
し
実
体
的
刑
罰
権
の
効
力
）
が
そ
の
者
に
は
及
ば
な

い
と
解
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
刑
法
の
適
用
自
体
を
否
定
し
、
免
除
享
有
者
（
に
よ
る
行
為
）
を
刑
事
実
体

法
の
射
程
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
、
そ
の
者
の
行
為
に
基
づ
く
犯
罪
が
成
立
し
え
な
い
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
た
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
重
大
な
不
都
合
を
生
じ
さ
せ
う
る
。
そ
の
た
め
、
①
の
見
解
に
対
し
て
は
、
当
初
か
ら
批
判
が
あ
っ
た）

11
（

。
そ
の
批
判
は
主
に
次
の

二
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
第
一
に
、
①
の
見
解
の
帰
結
と
し
て
、
免
除
享
有
者
の
（
本
来
な
ら
犯
罪
が
成
立
す
る
よ
う
な
、
す
な
わ

ち
、
違
法
な
）
行
為
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
刑
法
の
適
用
除

外
に
よ
っ
て
個
人
に
対
す
る
刑
法
に
よ
る
規
範
的
な
評
価
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
当
該
行
為
に
は
、（
正
当
防
衛
の
成
立

に
必
要
な
）
刑
法
上
の
違
法
性
（
の
評
価
）
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、（
い
わ
ゆ
る
責
任
共
犯
論

な
ど
の
立
場
か
ら
正
犯
の
処
罰
根
拠
と
は
関
係
の
な
い
独
自
の
処
罰
根
拠
を
共
犯
に
認
め
な
い
限
り
は
）
当
該
（
正
犯
）
行
為
に
加
担
し
た

免
除
享
有
者
で
な
い
（
す
な
わ
ち
、
非
身
分
者
た
る
）
共
犯
者
の
（
た
と
え
ば
幇
助
犯
と
し
て
の
）
可
罰
性
ま
で
も
が
排
除
さ
れ
て
し
ま

う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
、
こ
の
見
解
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
双
方
に
お
い
て
次
第
に
放
棄
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
現
在
で
は
ま
っ
た
く
支
持
さ
れ
て
い
な
い）

11
（

。
そ
れ
に
代
わ
り
、
上
記
②
お
よ
び
③
の
見
解
が
（
長
年
、
併
存
な
い
し

混
在
す
る
よ
う
な
形
で
）
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
②
お
よ
び
③
の
見
解
の
異
同
に
つ
い
て
み
る
こ
と
と
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す
る
。

　

ま
ず
、
②
お
よ
び
③
の
両
見
解
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
両
説
と
も
刑
法
の
適
用
を
肯
定
す
る
こ
と
で
上
記
の
批
判

を
解
消
し
う
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
の
適
用
（
人
的
効
力
が
及
ぶ
こ
と
）
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
免
除
享
有

者
が
（
刑
）
法
秩
序
に
服
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
者
に
よ
る
侵
害
行
為
の
違
法
性
（
正
・
不
正
の
法
的
評
価
）
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る

こ
と
（
す
な
わ
ち
、
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
正
当
防
衛
が
可
能
）
に
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。
そ
し
て
、
同
様
に
、
身
分
な
き
共
犯
の
処
罰
も

（
正
犯
の
行
為
に
つ
い
て
処
罰
条
件
や
訴
追
可
能
性
を
具
備
す
る
こ
と
を
も
要
す
る
と
す
る
、
狭
義
の
共
犯
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
誇
張
従
属
性

説
な
ど
に
よ
ら
な
い
限
り
は
）
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
な
帰
結
と
い
う
点
に
限
っ
て
み
る
な

ら
、
両
説
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
と
も
い
い
う
る
。

　

他
方
で
、
理
論
的
に
み
れ
ば
、
両
説
の
間
に
は
顕
著
な
相
違
点
も
存
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、
②
の
見
解）

11
（

に
よ
れ
ば
、
免
除
享
有

者
の
行
為
に
つ
い
て
は
犯
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
が
、
一
身
的
刑
罰
阻
却
事
由
の
た
め
不
可
罰
と
さ
れ
る
の
で
、
結
果
的
に
は
国

家
の
実
体
的
処
罰
権
能
そ
れ
自
体
を
放
棄
す
る
効
果
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
③
の
見
解）

11
（

に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
成
立
に
加
え
、

理
論
的
に
は
刑
罰
を
科
す
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
（
国
家
の
実
体
的
処
罰
権
能
そ
の
も
の
は
放
棄
さ
れ
な
い
）
の
で
、
免
除
享
有
者
の
行

為
が
可
罰
的
行
為
と
み
な
さ
れ
、
潜
在
的
な
処
罰
可
能
性
そ
れ
自
体
は
排
除
さ
れ
な
い
が
、
免
除
の
た
め
そ
の
享
有
者
に
対
す
る
刑

罰
権
の
行
使
が
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
免
除
が
及
ぶ
限
り
、
訴
追
は
（
実
際
上
）
制
約
さ
れ
、（
訴
追
の
一
環
と
し
て

の
、
免
除
享
有
者
に
直
接
向
け
ら
れ
る
強
制
処
分
等
を
も
含
む
刑
事
手
続
に
対
す
る）

11
（

）
訴
訟
障
害
と
し
て
の
効
果
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
、
長
い
間
②
の
見
解
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
通
説
は
主
と
し
て
③
（
あ
る
い
は
、
一
部
で
は
④）

11
（

）
に

転
じ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
免
除
に
つ
い
て
訴
訟
障
害
と
し
て
の
法
的
位
置
づ
け
を
与
え
る
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
な
お
、

ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
こ
こ
一
〇
〇
年
の
間
、
今
般
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
と
同
様
に
、
一
貫
し
て
訴
訟
障
害

説
に
依
拠
し
て
い
る）

1（
（

。
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（
三
）　

日
本
に
お
け
る
議
論
状
況

　

最
後
に
、
日
本
の
学
説
に
お
け
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
も
、
以
下
、
ご
く
簡
潔
に
概
観
す
る
。

　

日
本
の
刑
法
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
免
除
の
問
題
に
つ
い
て
正
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
が
、
多

く
の
刑
法
総
論
の
教
科
書
等
で
は
、
免
除
の
国
内
刑
事
法
上
の
位
置
づ
け
・
効
力
（
な
い
し
法
的
性
質
）
に
関
す
る
一
定
の
記
述
が

あ
り
（
も
っ
と
も
、
言
及
が
ま
っ
た
く
な
い
も
の
も
あ
る
が
）、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
刑
法
の
「
人
的
適
用
範
囲
」
な
い
し
「
人
的
効

力
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

免
除
の
法
的
根
拠

0

0

0

0

（
発
生
根
拠
）
に
つ
い
て
は
、
各
種
免
除
を
同
列
に
論
じ
画
一
的
に
扱
う
論
稿）

11
（

も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
講

学
上
、
国
内
法
（
憲
法
等
）
に
基
づ
く
も
の
と
国
際
法
に
基
づ
く
も
の
と
が
区
別
さ
れ
た
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
国
内
法
に
基
づ

く
免
除
を
享
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
天
皇
な
い
し
摂
政
（
皇
室
典
範
二
一
条
）、
国
務
大
臣
（
憲
法
七
五
条
）、
国
会
議
員
（
憲
法
五

一
条
）
に
関
す
る
議
論
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
国
際
法
上
の
免
除
享
有
者
に
関
し
て
は
、
外
国
の
元
首
や
外
交
官
の
ほ
か
、
事
項

的
免
除
と
の
関
連
で
は
、
主
と
し
て
（
駐
留
ま
た
は
滞
在
中
の
）
外
国
軍
隊
の
構
成
員
に
つ
い
て
も
一
定
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
免
除
の
法
的
性
質

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
、
国
内
刑
事
法
上
の
位
置
づ
け
・
効
力
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
上

記
の
法
的
根
拠
に
関
す
る
区
分
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
免
除
類
型
ご
と
に

0

0

0

0

0

0

0

さ
ま
ざ

ま
な
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
免
除
の
法
的
性
質
に
関
す
る
諸
見
解
は
、
こ
れ
を
実
体
法
的
に
捉
え
人
的
処
罰
阻
却
事
由
と

み
る
説
と
訴
訟
障
害
（
訴
追
の
制
約
）
と
み
る
説
と
に
大
別
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
分
類
を
当
て

は
め
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
②
お
よ
び
③
の
見
解
に
概
ね
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
い
ず
れ
か
の
説
の
立
場
か

ら
明
確
に
（
一
貫
し
た
）
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
両
説
が
、
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
混
在
し
て
い
る
よ
う

な
議
論
状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
現
在
の
学
説
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
刑
法
の
場
所
的
・
時
間
的
効
力
が
及
ぶ
限
り
、
刑
法
が
、
免
除
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享
有
者
も
含
め
、
す
べ
て
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
点）

11
（

で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
上
記
①
の
よ
う
な
見
解
は
今
日

の
日
本
の
刑
法
学
説
で
は
見
当
た
ら
な
い）

11
（

）。
現
在
で
は
、
先
述
の
と
お
り
、
免
除
類
型
ご
と
に
個
別
に
検
討
を
行
う
論
者
が
多
い
の

で
、
免
除
類
型
ご
と
に
上
記
②
と
③
の
説
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
あ
ら
ゆ
る
免
除
を
一
律
に
人
的
処
罰
阻
却
事
由
と
み
る
見

解
）
11
（

も
あ
る
が
、
現
在
で
は
少
数
説
と
い
え
る
。

　

国
内
法
上

0

0

0

0

の
免
除
享
有
者
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
れ
を
人
的
処
罰
阻
却
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
見
解
が
一
定
程
度
見
受
け

ら
れ
る）

11
（

一
方
、
こ
れ
を
訴
訟
障
害
と
し
て
捉
え
る
見
解）

11
（

も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
い
う
る
。
ま
た
、
国
内
法
上
の
免
除
享
有

主
体
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
区
別
を
図
ろ
う
と
す
る
見
解）

11
（

、
あ
る
い
は
、
②
・
③
の
見
解
双
方
の
法
的
性
質
を
認
め
て
い
る
よ
う
に

も
見
受
け
ら
れ
る
（
な
い
し
は
、
断
定
的
な
態
度
表
明
を
行
わ
な
い
）
見
解
も
あ
る）

11
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
国
際
法
上

0

0

0

0

の
免
除
享
有
者
に
つ
い
て
は
、（
事
項
的
免
除
の
観
点
か
ら
も
特
に
重
要
で
あ
る
）
外
国
軍
事
関
係
者
も

含
め
、
ほ
と
ん
ど
の
学
説
は
現
在
で
は
こ
れ
を
訴
訟
障
害
の
問
題
（
③
）
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
判
例
も
（
免
除

の
問
題
に
関
連
す
る
も
の
自
体
が
非
常
に
少
な
い
も
の
の
）、
国
際
法
に
基
づ
く
免
除
を
（
単
に
）
裁
判
権
行
使
の
制
約
と
解
し
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る）

1（
（

。

（
四
）　

小　

括

　

以
上
の
よ
う
な
、
免
除
の
国
内
刑
事
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
議
論
の
動
向
を
総
括
す
る
な
ら
、
日
本
に
お
け
る
議
論
で
は
、

上
記
の
分
類
に
し
た
が
え
ば
、（
か
つ
て
の
）
ド
イ
ツ
の
学
説
と
同
様
に
、
各
種
免
除
に
つ
い
て
②
と
③
の
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ

る
が
、
現
在
で
は
総
じ
て
③
の
見
解
の
立
場
に
傾
き
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
日
独
双
方
と
も
、
少
な
く
と
も

国
際
法
上
の
免
除
に
つ
い
て
は
訴
追
の
制
約
と
す
る
立
場
（
③
の
見
解
）
が
広
く
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
意
味
で
、

一
定
の
共
通
の
方
向
性
が
鮮
明
に
な
っ
た
と
い
え
る
。



25

国際刑罰権の間接実施と事項的免除
　

こ
の
点
、（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
）
免
除
に
関
す
る
国
際
法
上
の
一
般
規
則
か
ら
は
、
国
家
に
対
し
て
、

免
除
享
有
者
へ
の
国
内
法
上
の
対
応
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
不
訴
追
を
超
え
て
、
刑
法
の
適
用
（
効
力
）
の
除
外
や
刑
罰
権
自
体
の

放
棄
ま
で
を
義
務
づ
け
る
（
な
い
し
そ
れ
を
推
奨
す
る
）
よ
う
な
規
範
を
導
出
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、

少
な
く
と
も
、
国
際
法
に
基
づ
く
免
除
を
訴
訟
障
害
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
上
の
「
母
規
範
」
と
親
和
的
で
あ
る
と
評

し
う
る）

11
（

。
ま
た
、
訴
訟
障
害
説
（
③
説
）
は
、
実
際
上
も
、
こ
れ
ら
の
国
際
法
の
「
要
請
」
に
対
し
て
（
国
内
刑
事
実
体
法
体
系
へ
の

波
及
を
最
小
限
に
と
ど
め
な
が
ら
）
必
要
十
分
に
対
応
し
う
る
国
内
法
上
の
位
置
づ
け
方
で
あ
る
た
め
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
妥

当
な
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

六　

お
わ
り
に
―
―
日
本
へ
の
示
唆

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
刑
事
法
学
に
お
い
て
は
立
ち
入
っ
た
検
討
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
外
国
の
政
府
職

員
等
に
よ
る
（
中
核
）
犯
罪
に
関
す
る
事
項
的
免
除
の
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
近
時
の
判
決
を
題
材
と
し
て
、
詳
論
を

試
み
た
。
こ
の
問
題
は
、
先
述
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
法
固
有
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
を
締
め
括
る
に
あ
た
り
、
ド
イ
ツ

の
議
論
が
日
本
へ
の
示
唆
を
提
供
し
う
る
と
こ
ろ
を
抽
出
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
。

（
一
）　

日
本
に
お
け
る
議
論
の
必
要
性
と
国
連
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
に
お
け
る
議
論
と
の
関
係

　

外
国
の
政
府
職
員
等
に
よ
る
犯
罪
に
関
す
る
事
項
的
免
除
は
、
日
本
の
検
察
・
裁
判
実
務
に
と
っ
て
も
決
し
て
看
過
で
き
な
い
問

題
で
あ
る
。
外
国
の
政
府
職
員
等
の
訴
追
、
た
と
え
ば
、
国
際
会
議
で
訪
日
中
の
外
国
の
（
外
務
大
臣
以
外
の
）
国
務
大
臣
や
軍
人）

11
（

と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
ト
ロ
イ
カ
以
外
の
外
国
政
府
職
員
等
に
対
す
る
訴
追
が
日
本
国
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
検
察
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庁
お
よ
び
裁
判
所
は
、
行
為
者
に
事
項
的
免
除
を
認
め
る
か
否
か
の
判
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
本
件
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判

決
で
は
、
国
際
慣
習
法
上
の
免
除
が
な
ぜ
ド
イ
ツ
の
国
内
法
上
も
効
力
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
構
成
法
（
Ｇ

Ｖ
Ｇ
）
二
〇
条
二
項）

11
（

お
よ
び
基
本
法
二
五
条）

11
（

が
法
的
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ）

11
（

、
日
本
法
上
も
、
憲
法
九
八
条
二
項
に

い
う
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」（
国
際
慣
習
法
）
が
国
内
的
効
力
を
も
つ
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
外
国
の

政
府
職
員
等
に
よ
る
犯
罪
に
対
し
て
日
本
が
刑
事
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
か
否
か
は
、
主
と
し
て
、
国
際
慣
習
法
上
の
事
項
的
免
除

の
否
定
の
射
程
（
事
項
的
・
人
的
適
用
範
囲
）
如
何
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
国
際
慣
習
法
上
の
免
除
の
有
無
お
よ
び
範
囲
を
め
ぐ
る
議
論
に
一
定
程
度
の
影
響
を
与
え
う
る
の
が
、
先
に
み
た
Ｂ
Ｇ

Ｈ
判
決
に
お
い
て
も
比
較
的
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る）

11
（

、
今
後
の
国
連
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）（
お
よ
び
国
連
総
会
第
六
委
員
会
）

に
お
け
る
作
業
な
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
事
項
的
免
除
の
例
外
と
し
て
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
、

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
罪
、
拷
問
お
よ
び
強
制
失
踪
を
掲
げ
る
Ｉ
Ｌ
Ｃ
暫
定
条
文
草
案
七
条
一
項）

11
（

の
帰
趨
に
大
き
な
注
目
が
集
ま
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
並
行
す
る
形
で
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
文
草
案
」
が

採
択
さ
れ）

（11
（

、
国
連
総
会
第
六
委
員
会
へ
と
舞
台
を
移
し
て
審
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る）

（1（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
同
条
文
草
案
を
め
ぐ
る
審

議
に
お
い
て
は
、
条
約
の
普
遍
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
免
除
の
問
題
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、

国
際
慣
習
法
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
す
る
国
際
法
規
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た）

（10
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
事
項
的
免
除
の
問
題
に
関
す
る
検
討
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
国
際
的
な
次
元
に
お
け
る
動
向

を
も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
二
）　

通
常
犯
罪
に
基
づ
く
中
核
犯
罪
の
訴
追
と
事
項
的
免
除

　

日
本
に
お
い
て
は
、
周
知
の
と
お
り
、
中
核
犯
罪
が
国
内
法
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
際
（
慣
習
）
法
上
は
中
核
犯
罪
に
該
当
し
う
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る
行
為
が
殺
人
罪
等
の
通
常
犯
罪
に
基
づ
い
て
訴
追
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

（10
（

。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
通
常
犯
罪
に
基
づ
く
訴
追

の
場
合
で
あ
っ
て
も
事
項
的
免
除
が
否
定
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
で
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
の
Ｂ

Ｇ
Ｈ
判
決
で
は
、「
被
告
人
に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
る
行
為
は
、
国
際
刑
法
典
第
八
条
所
定
の
戦
争
犯
罪
に
該
当
し
、
そ
れ
に
対

応
す
る
国
際
慣
習
法
上
承
認
さ
れ
た
犯
罪
が
実
際
に
存
在
す
る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
通
常
犯
罪
の
み
0

0

に
基
づ
く
訴
追
の
場
合
に

も
事
項
的
免
除
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、「
説
示
は
不
要
で
あ
る）

（10
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
、
国
際
刑
法
典
お
よ
び
国
際
慣
習
法
上
戦
争
犯
罪
を
構
成
し
な
い
、
い
わ
ば
純
然
た
る
通
常
犯
罪
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
い
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
犯
罪
に
該
当
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
同
時
に
通
常
犯
罪
（
本
件
で
は
、
危
険

傷
害
罪
お
よ
び
強
要
〔
未
遂
〕
罪
）
も
成
立
し
う
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
通
常
犯
罪
に
つ
い
て
も
―
―
い
わ
ば
付
随
的
に）

（10
（

―
―
事
項
的

免
除
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

（10
（

。
つ
ま
り
、
事
項
的
免
除
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
、
問
題
と
な
る
行
為
が
国
際
慣

0

0

0

習
法
上

0

0

0

ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
の
か
（
す
な
わ
ち
、
中
核
犯
罪
に
該
当
し
う
る
の
か
否
か
）
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

国
内
法
上

0

0

0

0

い
か
な
る
罪
名
（「
ラ
ベ
ル
」）
で
訴
追
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
い
わ
ば
無
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る）

（10
（

。

　

こ
こ
で
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
本
判
決
に
お
い
て
第
一
行
為
に
つ
い
て
適
用
が
認
め
ら
れ
た
通
常
犯
罪
と
戦
争
犯
罪

と
が
、
観
念
的
競
合
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
五
二
条
）
の
関
係
に
立
つ
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
は
、「
第
一
行

為
」
と
い
う
「
同
一
の
行
為
」
が
、
通
常
犯
罪
を
構
成
す
る
と
同
時
に
、
戦
争
犯
罪
を
も
構
成
す
る
と
法
的
に
評
価
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
、
通
常
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
が
、
同
時
に
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
上
お
よ
び
国
際
慣
習

法
上
、
戦
争
犯
罪
を
も
構
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
免
除
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
、
中
核
犯
罪
固
有

の
処
罰
規
定
を
ほ
と
ん
ど）

（10
（

も
た
な
い
日
本
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
刑
法
上
、
殺
人
罪
等
の

通
常
犯
罪
に
基
づ
い
て
訴
追
・
処
罰
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
国
際
慣
習
法
上
、
中
核
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
事

項
的
免
除
が
否
定
さ
れ
る
。
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他
方
で
、
国
際
慣
習
法
上
、
中
核
犯
罪
を
構
成
し
な
い
行
為
（
す
な
わ
ち
、
純
然
た
る
通
常
犯
罪
）
に
つ
い
て
ま
で
事
項
的
免
除
が

認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
仮
に
、
外
国
の
軍
人
等
が
行
っ
た
、

中
核
犯
罪
に
は
該
当
し
な
い
行
為
を
日
本
に
お
い
て
殺
人
罪
で
訴
追
・
処
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
事
項
的
免
除
は
否
定
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
国
際
人
道
法
上
違
法
で
は
あ
る
が）

（10
（

、
戦
争
犯
罪
は
構
成
し
な
い
無
差
別
な
攻
撃
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸

条
約
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
四
項
）
に
よ
る
文
民
等
の
殺
害
や
、
武
力
紛
争
と
は
関
連
性
を
有
し
な
い
（
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
）
友

軍
兵
士
の
殺
害
な
ど
が
問
題
と
な
り
う
る
。
特
に
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
、
中
核
犯
罪
該
当
行
為
と
同
時
に
―
―
本
稿
で
み
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ

判
決
で
い
え
ば
、「
第
三
行
為
」
と
し
て
―
―
起
訴
さ
れ
、
併
合
罪
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、「
第
三
行
為
」

に
つ
い
て
だ
け
、
免
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
も
未
解
決
の
ま
ま

残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
事
項
的
免
除
の
射
程
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
（
及
び
第
六
委
員
会
）
の
動
向
を

も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

な
お
、
こ
の
（
免
除
の
「
扱
い
」
が
場
合
に
よ
っ
て
は
異
な
り
得
る
）
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
（
な
い
し
そ
の
前
提
と
な
る
）
論
点

と
し
て
、
日
本
刑
法
の
場
所
的
適
用
範
囲
が
そ
も
そ
も
及
ぶ
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
国
際
的
武
力
紛
争
に
お

け
る
）
戦
争
犯
罪
に
該
当
し
う
る
行
為
は
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
行
為
に
該
当
す
る
限
り
）
刑
法
四
条
の
二
で
対
処
し
う

る
と
し
て
も
、（
上
述
の
よ
う
な
、
国
外
で
外
国
軍
人
に
よ
っ
て
外
国
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
）
通
常
犯
罪
行
為
に
も
―
―
た
と
え
ば
Ｂ

Ｇ
Ｈ
の
以
前
の
判
例
で
認
め
ら
れ
た
「
付
随
的
管
轄）

（（1
（

」
の
法
理
等
を
援
用
し
―
―
刑
法
の
適
用
を
及
ぼ
し
う
る
の
か
が
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
（
究
極
的
に
は
、
純
代
理
処
罰
主
義
等
に
関
す
る
規
定
を
も
も
た
な
い
日
本
刑
法
の
国
外
犯
処
罰
規
定
の
間
隙
に
か
か
わ
る
）
問
題
は
、

本
稿
の
検
討
の
射
程
を
超
え
る
が
、
免
除
の
問
題
が
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
波
及
し
う
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
核
犯
罪
に
関
す
る
国
際
刑
罰
権
の
間
接
実
施
と
事
項
的
免
除
の
問
題
は
、
日
本
が
中
核
犯
罪
の
国
際
的
な
訴

追
・
処
罰
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
積
極
的
に
参
画
す
る
上
で
、
決
し
て
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
折
し
も
、
日
本
版
「
国
際
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刑
法
典
」
の
制
定）

（（（
（

や
日
本
版
マ
グ
ニ
ツ
キ
ー
法
（
人
権
侵
害
制
裁
法
）
の
制
定
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
へ
の
加
入）

（（0
（

な
ど
を
求
め
る
声

が
国
会
の
内
外
で
高
ま
り
、
重
大
な
人
権
侵
害
に
対
す
る
国
際
的
な
包
囲
網
の
構
築
に
向
け
て
、
各
国
と
足
並
み
を
揃
え
る
こ
と
が

日
本
で
も
具
体
的
な
政
策
課
題
と
し
て
浮
上
し
つ
つ
あ
る
。
今
後
は
、
各
課
題
の
解
決
・
実
現
に
向
け
て
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
の

議
論
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
1
）　

そ
の
概
要
に
つ
き
、
西
田
道
成
＝
依
田
和
彩
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約　
国
内
法
の
壁
」
読
売
新
聞
二
〇
二
一
年
五
月
二
九
日
付
朝
刊

一
一
頁
な
ど
参
照
。
さ
ら
に
、
近
時
の
動
向
と
し
て
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
一
〇
日
、
第
二
次
岸
田
内
閣
の
組
閣
に
あ
た
り
、
内
閣
総
理

大
臣
補
佐
官
（
国
際
人
権
問
題
担
当
）
の
ポ
ス
ト
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。

（
2
）　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
中
核
犯
罪
』
の
保
護
法
益
の
意
義
―
―
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
批
准
の
た
め
の
日
本
の
法

整
備
と
刑
事
実
体
法
規
定
の
欠
如
が
も
た
ら
す
も
の
を
素
材
と
し
て
―
―
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
〔
編
〕『
慶
應
の
法
律
学　

刑
事
法

―
―
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
八
年
）
所
収
二
一
七
頁
以
下
、
同
「
東
京
裁
判

に
お
け
る
犯
罪
構
成
要
件
の
再
訪
―
―
初
期
国
際
刑
法
史
の
一
断
面
の
素
描
―
―
」
法
学
研
究
八
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
一
五
頁

以
下
、Jescheck/W

eigend,�Lehrbuch�des�Strafrechts�A
llgem

einer�T
eil,�5.�A

ufl.�1（（6,�S.�123

（
邦
訳
と
し
て
、
西
原
春
夫

〔
監
訳
〕『
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト　

ド
イ
ツ
刑
法
総
論
〔
第
五
版
〕』
成
文
堂
（
一
九
九
九
年
）
七
九
―
八
〇
頁
〔
新
倉
修
翻

訳
〕）、W

erle/Jeßberger,�V
ölkerstrafrecht,�5.�A

ufl.�2020,�Rn.�（（-（（;�K
reß,�International�Crim

inal�Law
,�M

ax�Planck�
Encyclopedia�of�Public�International�Law

,�200（,�para.�10.

（
3
）　W
erle/Jeßberger

（Fn.�2�

）,�Rn.�303-306,�363.

（
4
）　W

erle/Jeßberger

（Fn.�2�

）,�Rn.�（00.

と
り
わ
け
、
侵
略
犯
罪
は
、
そ
の
定
義
上
、
国
家
に
よ
る
侵
略
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め
（
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
八
条
の
二
）、
必
然
的
に
、
国
家
に
よ
る
関
与
が
必
要
と
な
る
。

（
5
）　

も
っ
と
も
、
そ
の
人
的
範
囲
（
人
的
免
除
の
享
有
主
体
と
な
り
う
る
者
の
範
囲
）
を
め
ぐ
っ
て
は
争
い
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
坂
巻

静
佳
「
政
府
職
員
の
外
国
の
刑
事
管
轄
権
か
ら
の
免
除
」
法
律
時
報
九
〇
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
八
―
四
九
頁
参
照
。

（
6
）　

人
的
免
除
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
の
い
わ
ゆ
る
逮
捕
状
事
件
判
決
（
コ
ン
ゴ
民
主
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共
和
国
対
ベ
ル
ギ
ー
、ICJ,�Judgm

ent�of�14.2.2002�–�（3（�–�I.C.J.�Reports�2002,�p.�24��para.�5（�

）
で
は
、
現
職
の
外
務
大
臣
に

つ
き
、
国
際
法
上
の
犯
罪
（
戦
争
犯
罪
お
よ
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
）
に
つ
い
て
も
他
国
の
刑
事
裁
判
権
か
ら
の
人
的
免
除
が
肯
定
さ
れ

る
と
判
示
さ
れ
た
。

（
（
）　

坂
巻
（
前
掲
注
5
）
五
〇
―
五
一
頁
参
照
。

（
（
）　

こ
の
区
別
（
類
型
化
）
に
つ
い
てM

üK
o�StGB/A

m
bos,�Bd.�1,�4.�A

ufl.�2020,�V
or�

§�3��Rn.�105�ff.;�A
m

bos,�A
nm

erkung�
zu�U

rteil�vom
�2（.�Januar�2021,�StV

�2021,�S.�55（;�W
erle/Jeßberger

（Fn.�2�

）,�Rn.�（0（�ff.

参
照
。

（
（
）　BGH

,�U
rt.�v.�2（.1.2021�–�3��StR�564/1（

（=BGH
�N

JW
�2021,�1326

）.

（
10
）　Safferling,�D

as�V
ölkerstrafrecht�auf�der�K

ippe?,�Frankfurter�A
llgem

eine�Zeitung�v.�16.1.2021

〈https://w
w

w
.

faz.net/einspruch/vor-bgh-urteil-das-voelkerstrafrecht-auf-der-kippe-1（14（505.htm
l

〉（alle�Links�w
urden�zuletzt�am

�
2（.（.2021�abgerufen

）.

（
11
）　V

ölkerstrafgesetzbuch�vom
�26.�Juni�2002

（BGBl.�I�S.�2254

）,�zuletzt�geändert�durch�A
rtikel�1��des�Gesetzes�

vom
�22.�D

ezem
ber�2016

（BGBl.�I�S.�3150

）.

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
は
、
二
〇
二
二
年
六
月
に
制
定
二
〇
周
年
を
迎
え
る
。
同
法
典

の
邦
訳
（
全
訳
）
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
隆
「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
全
訳
（
関
連
規
定
含
む
―
―
二
〇
一
七
年
一

月
一
日
現
在
）」
法
学
研
究
九
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
七
頁
以
下
が
あ
る
。
同
法
典
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
や
そ
の
条
文
内

容
・
目
的
に
つ
い
て
は
、
既
に
日
本
で
も
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
と

国
内
立
法
―
―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
草
案
を
素
材
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
二
六
頁
以
下
。

（
12
）　

も
っ
と
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
、
締
約
国
に
は
、
対
象
犯
罪
を
中
核
犯
罪
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

犯
罪
化
す
る
義
務
は
お
ろ
か
、
通
常
犯
罪
と
し
て
犯

罪
化
す
る
義
務
す
ら
も
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
締
約
国
が
負
う
義
務
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
真
山
全
「
国
際
刑
事
裁
判

所
の
対
象
犯
罪
と
国
内
的
対
応
」
法
律
時
報
七
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
13
）　

上
記
の
世
界
主
義
に
関
す
る
規
定
と
密
接
に
関
係
す
る
規
定
と
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定

を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
と
の
連
結
点
を
有
し
な
い
国
外
犯
の
訴
追
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
に
は
（
あ
く
ま
で
）
補
完
的
な
役
割

が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
隆
「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法

典
の
現
状
と
課
題
―
―
近
時
の
動
向
を
中
心
に
―
―
」
法
学
研
究
九
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
頁
参
照
。
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（
14
）　W

erle,�A
nm

erkung�zu�BGH
,�U

rteil�vom
�2（.�Januar�2021,�JZ�2021,�S.�（32

参
照
。

（
15
）　

こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、Burghardt,�Zw

ischen�internationaler�Solidarität�und�„not�in�m
y�backyard

“.�Eine�
Bilanz�der�bisherigen�Strafverfolgung�von�V

ölkerrechtsverbrechen�auf�der�Grundlage�des�V
StGB,�K

J�201（,�S.�21��
ff.;�R

itscher,�A
ktuelle�Entw

icklung�in�der�Strafverfolgung�des�Generalbundesanw
alts�auf�dem

�Gebiet�des�
V

ölkerstrafrechts,�ZIS�201（,�S.�5（（�ff.;

オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
（
前
掲
注
13
）
八
―
一
八
頁
を
参
照
。
さ
ら
に
、
二
〇
二
一
年
一
一
月

三
〇
日
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｓ
（
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
・
ス
テ
ー
ト
）
の
構
成
員
に
よ
る
ヤ
ジ
デ
ィ
教
徒
に
対

す
る
虐
殺
行
為
に
関
し
て
、（
国
際
刑
法
典
六
条
の
）
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
が
初
め
て
適
用
さ
れ
、
終
身
自
由
刑
が
（
世
界
に
先
が
け
て
）

言
渡
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
（O

LG�Frankfurt�a.�M
.,�U

rt.�v.�30.11.2021�–�5-3�StE�1/20�–�4��–�1/20

）。

（
16
）　

ル
ワ
ン
ダ
解
放
民
主
軍
（
Ｆ
Ｄ
Ｌ
Ｒ
）
の
指
導
者
に
対
し
て
上
官
責
任
の
成
否
が
争
わ
れ
た
事
件
と
し
て
、BGH

,�Beschl.�v.�
1（.6.2010�–�A

K
�3/10

（=BGH
St�55,�15（

）;�BGH
,�U

rt.�v.�20.12.201（�–�3��StR�236/1（

（=BGH
St�64,�10�

）
が
あ
る
。
同
事
件
に

関
し
て
詳
し
く
は
、
横
濱
和
弥
『
国
際
刑
法
に
お
け
る
上
官
責
任
と
そ
の
国
内
法
化
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
（
二
〇
二
一
年
）
二
六
五

―
二
六
六
頁
参
照
。

（
1（
）　

な
お
、
国
際
刑
法
典
制
定
後
の
初
期
の
数
年
間
、
ド
イ
ツ
連
邦
検
察
庁
（
Ｇ
Ｂ
Ａ
）
に
よ
る
捜
査
（
な
い
し
予
備
的
調
査
）
の
段
階

で
は
、
告
発
を
受
け
た
外
国
の
政
府
高
官
（
現
職
首
相
や
大
臣
等
）
の
一
部
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
権
か
ら
の
免
除
を
理
由
に
捜
査

が
打
切
ら
れ
た
（
な
い
し
捜
査
不
開
始
が
決
定
さ
れ
た
）
例
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
お
そ
ら
く
（
事
項
的
免
除
で

は
な
く
）
い
わ
ゆ
る
人
的
免
除
（Im

m
unität�ratione personae

）
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら

の
事
例
に
お
い
て
も
免
除
が
争
点
と
し
て
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
に
よ
る
訴
追
の
（
行
為
地
国
や
被
疑
者

国
籍
国
の
刑
事
管
轄
権
に
対
し
て
の
）
補
充
的
性
質
（Subsidiarität
）
が
打
切
り
等
の
主
た
る
理
由
と
さ
れ
て
い
た
。
米
国
・
ラ
ム
ズ

フ
ェ
ル
ド
元
国
防
長
官
に
関
す
る
刑
事
告
発
に
対
し
て
二
〇
〇
五
年
二
月
に
連
邦
検
察
庁
が
下
し
た
手
続
打
切
処
分
に
つ
き
、

G
eneralbundesanw

alt,�K
eine�deutschen�Erm

ittlungen�w
egen�der�angezeigten�V

orfälle�von�A
bu�Ghraib/Irak,�JZ�

2005,�S.�311�f.

を
参
照
。
こ
の
ほ
か
、K

eller,�D
as�V

ölkerstrafgesetzbuch�in�der�praktischen�A
nw

endung:�Eine�kritische�
Bestandsaufnahm

e,�in:�Jeßberger/Geneuss,

（H
rsg.

）,�Zehn�Jahre�V
ölkerstrafgesetzbuch.�Bilanz�und�Perspektiven�

eines�„deutschen�V
ölkerstrafrechts

“,�2013,�S.�141�ff.

（141-14（

）;�W
erle/Jeßberger

（Fn.�2�

）,�Rn.�4（6

も
参
照
。
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（
1（
）　

こ
の
、
国
際
的
に
も
注
目
を
集
め
て
い
る
裁
判
の
概
要
に
関
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
久
保
田
隆
「
コ
ブ
レ
ン
ツ
高
裁
に
お
け
る
シ
リ

ア
・
ア
サ
ド
政
権
元
幹
部
ら
に
対
す
る
裁
判
」D

ie�Brücke

架
け
橋
七
一
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
頁
参
照
。
な
お
、
公
判
手
続
は
途

中
か
ら
分
離
さ
れ
、
被
告
人
二
名
の
う
ち
一
名
（Eyad�A

.

）
に
つ
い
て
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
幇
助
に
つ
き
四
年
六
月
の
自
由
刑

が
言
渡
さ
れ
て
い
る
（O

LG�K
oblenz,�Pressem

itteilung,�v.�24.2.2021,

〈https://olgko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/
new

s/N
ew

s/detail/urteil-gegen-einen-m
utm

asslichen-m
itarbeiter-des-syrischen-geheim

dienstes-w
egen-beihilfe-zu-

einem
-ver/

〉）。
同
判
決
に
お
い
て
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
上
級
州
裁
判
所
は
、
刑
事
訴
追
障
害
（Strafverfolgungshindernisse

）
の
有
無

を
検
討
す
る
な
か
で
、
そ
の
前
月
に
言
渡
さ
れ
た
本
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
免
除
を
否
定
し
た
（O

LG�K
oblenz,�U

rt.�v.�
24.2.2021�–�1��StE�（/1（,�S.�1（0

）。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
本
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
が
ド
イ
ツ
の
国
際
刑
事
法
実
務
に
お
い
て
す
で
に
先
例
的
効

力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
も
う
一
名
の
被
告
人
で
あ
る
諜
報
機
関
の
元
大
佐
（A

nw
ar�R.

）

に
つ
い
て
も
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
お
よ
び
謀
殺
罪
等
に
基
づ
い
て
終
身
自
由
刑
が
言
渡
さ
れ
た
（O

LG�
K

oblenz,�U
rt.�v.�13.1.2022�–�1��StE�（/1（

）。

（
1（
）　

ほ
か
に
も
、
中
核
犯
罪
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
外
国
軍
人
に
関
す
る
近
時
の
事
例
と
し
て
、
イ
ラ
ク
軍
の
元
兵
士
に
対
し
て
戦
争
犯
罪

に
基
づ
い
て
有
罪
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
事
件
（O

LG�Stuttgart,�U
rt.�v.�11.1.201（�–�6��–�32��O

Js�（/1（

（=StV
�201（,�（46

））、
シ

リ
ア
空
軍
の
情
報
機
関
の
長
に
対
し
て
人
道
に
対
す
る
犯
罪
お
よ
び
戦
争
犯
罪
に
基
づ
い
て
逮
捕
状
が
発
付
さ
れ
た
事
件
（T

R
IA

L 
IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L,�JA

M
IL�H

A
SSA

N
,�22.3.201（,

〈https://trialinternational.org/latest-post/jam
il-hassan/

〉）、
ガ
ン

ビ
ア
国
軍
の
元
軍
人
が
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
嫌
疑
で
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
事
件
（G

eneralbundesanw
alt,�Pressem

itteilung�v.�
16.3.2021,

〈https://w
w

w
.generalbundesanw

alt.de/SharedD
ocs/Pressem

itteilungen/D
E/aktuelle/Pressem

itteilung-
vom

-16-03-2021.htm
l?nn=4（（1（4

〉）
な
ど
が
あ
る
。

（
20
）　

免
除
が
争
点
化
し
た
経
緯
に
つ
い
て
報
じ
る
も
の
と
し
て
、H

aneke,�Bundesgerichtshof�urteilt�zur�Staatenim
m

unität,�
F

rankfurter�A
llgem

eine�Zeitung�v.�2（.1.2021

〈https://w
w

w
.faz.net/aktuell/politik/inland/auslaendische-

kriegsverbrechen-bundesgerichtshof-urteilt-zur-staatenim
m

unitaet-1（1（0052.htm
l

〉.

こ
の
点
、Frank/Barthe,�Im

m
unitätsschutz�

frem
dstaatlicher�Funktionsträger�vor�nationalen�Gerichten.�Eine�Zerreißprobe�für�das�m

oderne�V
ölkerstrafrecht?,�

ZStW
�133

（2021

）,�S.�236

も
参
照
。
な
お
、
同
論
稿
の
英
語
版
と
し
て
、K

reß/Frank/Barthe,�Functional�Im
m

unity�of�
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Foreign�State�O
ffi

cials�Before�N
ational�Courts:�A

�Legal�O
pinion�by�Germ

any

’s�Federal�Public�Prosecutor�General,�
JICJ�1�（�

（2021

）,�pp.�6（（�et�seq.�

が
あ
る
。
さ
ら
に
、E

pik,�N
o�Functional�Im

m
unity�for�Crim

es�under�International�
Law

�before�Foreign�D
om

estic�Courts.�A
n�U

nequivocal�M
essage�from

�the�Germ
an�Federal�Court�of�Justice,�JICJ�

（2021
）�
に
も
判
決
文
の
抄
訳
お
よ
び
評
釈
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�10.

（
22
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�3.

（
23
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�4.

（
24
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�5.

（
25
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�6.

（
26
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�（.

（
2（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�（.

（
2（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�（.

（
2（
）　O

LG�M
ünchen,�U

rt.�v.�26.（.201（�–�（��St�5/1（

（=BeckRS�201（,�52（32

）.

（
30
）　O

LG�M
ünchen,�BeckRS�201（,�52（32,�Rn.�116-12（.

（
31
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�1.

（
32
）　

判
決
原
文
で
は
「
機
能
的
免
除
」（funktionelle�Im

m
unität

）
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、ratione m

ateriae

（
事
物
・
事

項
の
性
質
）
に
よ
る
免
除
と
同
義
で
用
い
ら
れ
る
た
め
、
日
本
の
講
学
上
の
一
般
的
用
語
法
に
な
ら
い
「
事
項
的
免
除
」
と
訳
出
し
た
。

（
33
）　

判
決
原
文
で
は
「
主
権
享
有
主
体
」（H

oheitsträger

）
と
あ
る
が
、
邦
文
献
で
は
「
政
府
職
員
」
や
「
公
務
員
」
の
語
が
主
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
れ
と
同
義
の
「
公
的
資
格
保
持
者
」
と
訳
出
し
た
。
坂
巻
（
前
掲
注
5
）
四
七
頁
以
下
、
同
「『
人
道

に
対
す
る
犯
罪
』
条
文
草
案
に
お
け
る
政
府
職
員
の
外
国
の
刑
事
管
轄
権
か
ら
の
免
除
と
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
一
九
巻

四
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
六
頁
以
下
、
稲
角
光
恵
「
外
国
刑
事
管
轄
権
か
ら
の
公
務
員
の
免
除
―
国
際
犯
罪
は
例
外
と
な
る
か
―
」
金
沢

法
学
五
五
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
34
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�11.
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（
35
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�12.

な
お
、
判
決
原
文
に
は
カ
ッ
コ
書
き
で
注
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則

と
し
て
削
除
す
る
こ
と
と
し
、
適
宜
、
脚
注
に
記
載
す
る
に
と
ど
め
た
（
以
下
同
様
）。

（
36
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�13.
（
3（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�12.
（
3（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�14.

（
3（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�15.

（
40
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�16.

（
41
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�1（.

（
42
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�1（.

（
43
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�1（.

（
44
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�20.

こ
こ
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
連
戦
争
犯
罪
委
員
会
の
報
告
書
も
引
用
さ
れ
て
い
る

（U
nited�N

ations�W
ar�Crim

es�Com
m

ission�［U
N

W
CC

］,�Law
�Reports�of�T

rials�of�W
ar�Crim

inals�V
II,�pp.�1��et�seq.,�23��

et�seq.;�X
III,�pp.�（0��et�seq.;�X

IV
,�pp.�23��et�seq.

）。

（
45
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�21.
ル
ワ
ン
ダ
の
市
長
に
対
す
る
判
決
に
つ
い
て
は
、BGH

,�U
rt.�v.�21.5.2015�–�3��StR�（5/14

（=JZ�2016,�103;�BeckRS�2015,�126410
）;�O

LG�Frankfurt�a.�M
.,�U

rt.�v.�2（.12.2015�–�4��–�3��StE�4/10�4��–�1/15

（=BeckRS�
2016,�515

）
を
参
照
。
ま
た
、
後
藤
啓
介
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
お
け
る
『
行
為
支
配
』
と
『
破
壊
す
る
意
図
』
―
―
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁

判
所
ル
ワ
ブ
コ
ン
ベ
事
件
判
決
（BGH

,�U
rteil�des�3.�Strafsenats�vom

�21.05.2015�–�3��StR�5（5/14�–

）
を
契
機
と
し
て
―
―
」

亜
細
亜
法
学
五
二
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
七
四
頁
以
下
も
参
照
。

（
46
）　BGH
,�N

JW
�2021,�1326,�Rn.�22.

（
4（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�23.

（
4（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�24.�

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
七
条
参
照
。

（
4（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�25.

こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
判
例
は
、ICC,�Judgm

ent�of�6.5.201（�–�ICC-02/05-
01/0（

（A
C

）（Judgm
ent�in�the�Jordan�Referral�re�A

l-Bashir�A
ppeal�

［
“Jordan�A

ppeal�Judgm
ent

”］）,�para.�113.

バ
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シ
ー
ル
事
件
に
関
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
竹
村
仁
美
「
国
家
元
首
の
免
除
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
号
（
二
〇
二
一
年
）
六
二
頁
以
下
、

岡
田
陽
平
「
公
的
資
格
は
無
関
係
か
―
―
現
職
国
家
元
首
に
対
す
る
逮
捕
状
発
付
に
み
る
国
際
刑
事
裁
判
所
と
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の

関
係
」
法
律
時
報
九
三
巻
七
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
四
頁
以
下
、
お
よ
び
、
妻
木
伸
之
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
コ
ア
・
ク
ラ
イ
ム
の

訴
追
と
公
的
地
位
に
基
く
免
除
―
バ
シ
ー
ル
大
統
領
の
逮
捕
・
引
渡
の
拒
否
を
め
ぐ
る
国
際
刑
事
裁
判
所
の
一
連
の
決
定
を
題
材
に
―
」

白
門
六
八
巻
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
七
六
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
50
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�26.

（
51
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�34.

こ
こ
で
は
、
前
述
の
ル
ワ
ン
ダ
の
市
長
に
対
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（
前
掲
注
45
）
が
再
び
引
用
さ

れ
て
い
る
。

（
52
）　

国
連
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、
政
府
職
員
等
の
外
国
の
刑
事
裁
判
権
か
ら
の
免
除
と
い
う
テ
ー
マ
を
作

業
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
採
用
し
（Y

earbook�of�the�International�Law
�Com

m
ission�200（,�V

ol.�II�Part�2,�para.�3（6

参
照
）、
そ
の

後
、
定
期
的
に
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
二
〇
一
九
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｃ
第
七
一
会
期
に
お
け
る
審
議
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
委
員
会

研
究
会
「
国
連
国
際
法
委
員
会
第
七
一
会
期
の
審
議
概
要
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
一
八
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
九
〇
―
九
二
頁
〔
安
田

侑
樹
〕
を
参
照
。
二
〇
二
一
年
の
第
七
二
会
期
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://legal.un.org/ilc/guide/4_2.

shtm
l

）
を
参
照
。
な
お
、
坂
巻
（
前
掲
注
5
）
も
参
照
。

（
53
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�35.

（
54
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�3（.

そ
の
根
拠
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
主
に
次
の
文
献
を
挙
げ
て
い
る
：M

üK
o�StGB/A

m
bos,�Bd.�

1,�4.�A
ufl.�2020,�V

or�

§�3��Rn.�135�ff.;�W
erle/Jeßberger

（Fn.�2�

）,�Rn.�（11;�A
m

bos/K
reß,�Rom

e�Statute�of�the�
International�Crim

inal�Court:�A
rticle-by-A

rticle�Com
m

entary,�4th�ed.�2022,�A
rt.�（（��m

n.�31;�T
riffterer/A

m
bos/

Burchard, �Rom
e�Statute�of�the�International�Crim

inal�Court:�A
�Com

m
entary,�3rd�ed.�2016,�A

rt.�2（��m
n.�16;�Folz/

Soppe,�Zur�Frage�der�V
ölkerrechtm

äßigkeit�von�H
aftbefehlen�gegen�Regierungsm

itglieder�anderer�Staaten,�N
StZ�

1（（6,�S.�5（（�f.;�T
alm

on,�in:�Paulus,�Internationales,�nationales�und�privates�R
echt:�H

ybridisierung�der�
Rechtsordnungen?�–�Im

m
unität,�2014,�S.�324�ff.;�T

om
uschat,�in:�Paulus,�a.a.O

.,�S.�405;�M
ettraux/D

ugard/du Plessis,�
H

eads�of�State�Im
m

unities,�International�Crim
es�and�President�Bashir

’s�V
isit�to�South�A

frica,�International�
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Crim

inal�Law
�Review

�1（�

（201（

）,�pp.�5（（,�5（3�et�seq.;�Cassese et�al.,�Cassese

’s�International�Crim
inal�Law

,�3rd�ed.�
2013.,�pp.�240�et�seq.;�Pedretti,�Im

m
unity�of�H

eads�of�State�and�State�O
ffi

cials�for�International�Crim
es,�2013,�pp.�

1（0,�30（�et�seq.;�K
reicker,�V

ölkerrechtliche�Exem
tionen.�Grundlagen�und�Grenzen�völkerrechtlicher�Im

m
unitäten�

und�ihre�W
irkungen�im

�Strafrecht,�200（

（passim

）.
（
55
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�3（.

（
56
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�40.

こ
こ
で
は
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
の
い
わ
ゆ
る
逮
捕
状
事
件
判
決
（
前
掲
注
6
、ICJ,�

Judgm
ent�of�14.2.2002�–�（3（�–�I.C.J.�Reports�2002,�pp.�20-21�para.�51�

）
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。

（
5（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�4（.

（
5（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�4（.

こ
こ
で
は
、
謀
殺
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
一
一
条
）
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
（
同
旧
二
二
〇
条
ａ
）

の
幇
助
等
と
の
観
念
的
競
合
が
認
め
ら
れ
たBGH
,�Beschl.�v.�21.2.2001�–�3��StR�244/00

（=N
JW

�2001,�2（32

）
の
ほ
か
、
国
際

刑
法
典
制
定
時
の
法
案
理
由
書
（BT

-D
rs.�14/（524,�S.�12�

）
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
5（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�13,�16.

（
60
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�23,�35.

（
61
）　

同
様
に
、K

reß,�A
nm

erkung�zu�BGH
,�U

rteil�vom
�2（.�Januar�2021,�N

JW
�2021,�S.�1335

も
、
免
除
の
否
定
の
射
程
に
つ

き
、「
す
べ
て
の
狭
義
の
国
際
刑
法
犯
、
す
な
わ
ち
、
可
罰
性
が
一
般
的
な
国
際
慣
習
法
に
直
接
根
ざ
し
て
い
る
犯
罪
の
す
べ
て
に
ま
で

及
ぶ
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

（
62
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�1（,�21,�24-34.

（
63
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、K

reß

（Fn.�61�

）,�S.�1335
の
ほ
か
、Jeßberger/E

pik,�Im
m

unität�für�V
ölkerrechtsverbrechen�

vor�staatlichen�Gerichten�–�zugleich�Besprechung�BGH
,�U

rt.�v.�2（.�Januar�2021�–�3��StR�564/1（,�JR�2022,�S.�14�

も
参

照
。
こ
の
点
、A

m
bos, StV

�2021

（Fn.�（�

）,�S.�55（

も
、
免
除
が
否
定
さ
れ
る
射
程
に
つ
い
て
、（
戦
争
犯
罪
以
外
の
）
上
記
の
三
つ

の
中
核
犯
罪
の
重
大
性
が
、
通
常
、
戦
争
犯
罪
の
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
鑑
み
、「
自
ず
と
す
べ
て
の
中
核
犯
罪
に
及
ぶ
」
と
す
る
。
な

お
、W

erle

（Fn.�14�

）,�S.�（33

は
、
本
判
決
で
は
す
べ
て
の
中
核
犯
罪
の
「
同
価
値
性
（Gleichw

ertigkeit

）」（
す
な
わ
ち
、
免
除
と

の
関
係
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
中
核
犯
罪
が
同
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
）
が
「
暗
黙
的
」
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
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（
64
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�4（.
（
65
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�23,�35.
（
66
）　W

erle

（Fn.�14�

）,�S.�（35;�K
reß

（Fn.�61�

）,�S.�1335.�Jeßberger/E
pik

（Fn.�63�

）,�S.�14��f.

は
、
判
決
の
国
内
外
へ
の
波
及
効

お
よ
び
国
際
慣
習
法
に
鑑
み
、
下
位
の
公
的
資
格
保
持
者
に
限
定
す
べ
き
で
な
か
っ
た
と
す
る
。

（
6（
）　K

reß
（Fn.�61�

）,�S.�1335

も
参
照
。

（
6（
）　

連
邦
検
事
総
長
お
よ
び
連
邦
検
察
庁
上
級
検
事
（
本
件
公
判
担
当
）
に
よ
る
本
件
判
決
を
扱
っ
た
共
著
論
稿Frank/Barthe

（Fn.�
20�

）,�S.�23（-242
を
参
照
。

（
6（
）　BGH

�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�11,�4（,�60.

（
（0
）　K

reicker

（Fn.�54�
）,�S.�1243�ff.

参
照
。

（
（1
）　K

reicker

（Fn.�54�

）,�S.�1244�m
.w

.N
.

（
（2
）　RGSt�1（,�51,�54��

［1（（（

］;�Schütze,�Lehrbuch�des�D
eutschen�Strafrechts�auf�Grund�des�Reichsstrafgesetzbuches,�

1（（1,�S.�56.

（
（3
）　Beling,�Strafrechtliche�Bedeutung�der�Extraterritorialität,�1（（6,�S.�64��ff.,�（0��ff.

（
（4
）　K

reicker

（Fn.�54�

）,�S.�124（.

（
（5
）　Beling

（Fn.�（3�

）,�S.�（2��f.

（
（6
）　

た
と
え
ばvon�Liszt/Schm

idt,�Lehrbuch�des�deutschen�Strafrechts,�25.�A
ufl.�1（2（,�S.�106-10（,�13（-13（

（„persönlicher�
Strafausschließ

ungsgrund

“）;�B
loy,�D

ie�dogm
atische�B

edeutung�der�Strafausschließ
ungs-�und�

Strafaufhebungsgründe,�1（（6,�S.�3（��ff.,�53��ff.;�Schönke/Schröder/E
ser,�StGB,�26.�A

ufl.�2001,�V
or�

§�3��Rn.�44.

（
（（
）　

た
と
え
ばLK

�StGB/W
erle/Jeßberger,�Bd.�1,�13.�A

ufl.�201（,�V
or�

§�3��Rn.�3（3�ff.;�M
üK

o�StGB/A
m

bos,�Bd.�1,�4.�
A

ufl.�2020,�V
or�

§�3��Rn.�105�ff.,�126;�Schönke/Schröder/E
ser/W

eißer,�StGB,�30.�A
ufl.�201（,�V

or�

§�3��Rn.�（2;�
Jescheck/W

eigend

（Fn.�2�

）,�S.�1（0

（
邦
訳
と
し
て
、
西
原
〔
監
訳
〕（
前
掲
注
2
）
一
三
七
頁
〔
李
海
東
翻
訳
〕）。

（
（（
）　

こ
の
点
、O

ehler,�Internationales�Strafrecht,�2.�A
ufl.�1（（3,�S.�363

（Rn.�52（

）
お
よ
び
森
下
忠
『
国
際
刑
法
の
潮
流
』
成

文
堂
（
一
九
八
五
年
）
九
七
頁
以
下
・
一
三
〇
頁
も
参
照
。
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（
（（
）　O

ehler

（Fn.�（（�

）,�S.�362

（Rn.�52（

）.

（
（0
）　

前
掲
注（
（（
）で
挙
げ
た
文
献
の
ほ
か
、K

reicker

（Fn.�54�

）,�S.�1254

（dort�Fn.�3（�

）�m
.w

.N
.

（
（1
）　RGSt�52,�16（�

［1（1（

］;�BGH
St�14,�13（,�13（,

（=N
JW

�1（60,�1116

）;�BGH
St�32,�2（5,�2（6

（=N
JW

�1（（4,�204（,�204（

）;�
BV

erfGE�（6,�6（,�（5�

（=N
JW

�1（（（,�50,�56�

）.
（
（2
）　

た
と
え
ば
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
〔
第
二
版
〕』
有
斐
閣
（
二
〇
一
八
年
）
六
六
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第

七
版
〕』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
九
年
）
七
五
頁
。

（
（3
）　

免
除
享
有
者
に
つ
い
て
も
刑
法
の
適
用
自
体
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
鑑
み
れ
ば
、
免
除
を
刑
法
の
（
人
的
）「
適
用
範

囲
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
妥
当
で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講

義
〔
第
五
版
補
訂
版
〕』
成
文
堂
（
二
〇
一
八
年
）
三
七
頁
も
参
照
。

（
（4
）　

井
田
（
前
掲
注
（2
）
六
六
頁
（「
こ
れ
ら
の
者
〔
免
除
享
有
者
〕
に
つ
い
て
は
刑
法
の
適
用
が
あ
り
、
犯
罪
自
体
は
成
立
す
る
」）
参

照
。
な
お
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
〔
第
四
版
〕』
成
文
堂
（
二
〇
一
八
年
）
四
七
頁
は
、
免
除
の
場
合
に
「
例
外
的
に
日
本
刑
法
は
適

用
さ
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
外
国
元
首
や
外
交
官
に
つ
い
て
訴
訟
障
害
と
み
る
の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
刑
法
の
適
用
を
前
提
と
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（5
）　

荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』
青
林
書
院
（
一
九
九
六
年
）
四
六
頁
以
下
。

（
（6
）　

た
と
え
ば
、
高
橋
（
前
掲
注
（4
）
四
七
―
四
八
頁
、
前
田
（
前
掲
注
（2
）
七
五
頁
。

（
（（
）　

た
と
え
ば
、
松
宮
（
前
掲
注
（3
）
三
七
頁
、
大
塚
仁
ほ
か
〔
編
〕『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
〔
第
三
版
〕
第
一
巻
』
青
林
書
院

（
二
〇
一
五
年
）
七
六
―
七
七
頁
〔
古
田
佑
紀
＝
渡
辺
咲
子
〕。

（
（（
）　

山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』
成
文
堂
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
九
―
一
二
〇
頁
お
よ
び
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
〔
新
版
第

五
版
〕』
成
文
堂
（
二
〇
一
九
年
）
五
一
九
―
五
二
〇
頁
は
、
天
皇
と
国
務
大
臣
に
つ
い
て
訴
訟
障
害
と
し
て
捉
え
る
一
方
、
国
会
議
員

に
つ
い
て
は
人
的
処
罰
阻
却
事
由
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
三
版
〕』
成
文
堂
（
二
〇
一
三
年
）
七
八

―
七
九
頁
は
、
国
務
大
臣
に
つ
い
て
は
訴
訟
障
害
の
問
題
と
す
る
一
方
で
、
天
皇
お
よ
び
国
会
議
員
に
つ
い
て
は
人
的
処
罰
阻
却
事
由
が

存
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）　

井
田
（
前
掲
注
（2
）
六
六
頁
（「
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
か
ら
人
的
処
罰
阻
却
事
由
が
認
め
ら
れ
て
刑
罰
権
が
発
生
し
な
い
か
、
ま
た
は
、
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単
に
手
続
法
上
、
訴
追
が
制
約
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」）、
浅
田
和
茂
＝
井
田
良
〔
編
〕『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
〔
第
二

版
〕』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
七
年
）
一
四
頁
〔
辰
井
聡
子
〕（「
処
罰
な
い
し
訴
追
の
制
約
が
あ
る
」）。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
上
述
の
ド

イ
ツ
の
議
論
の
分
類
に
し
た
が
え
ば
、
④
（
折
衷
説
）
に
あ
た
る
と
評
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
（0
）　

森
下
（
前
掲
注
（（
）
一
二
七
頁
以
下
、
同
『
新
し
い
国
際
刑
法
』
信
山
社
（
二
〇
〇
二
年
）
三
八
―
三
九
頁
、
西
田
典
之
ほ
か

〔
編
〕『
注
釈
刑
法　

第
一
巻　

総
論　

§
§
1
～
（2
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
〇
年
）
三
四
頁
〔
髙
山
佳
奈
子
〕、
山
中
（
前
掲
注
（（
）
一
二

〇
頁
、
高
橋
（
前
掲
注
（4
）
四
八
頁
、
大
塚
ほ
か
〔
編
〕（
前
掲
注
（（
）
七
六
―
七
七
頁
〔
古
田
＝
渡
辺
〕、
大
谷
（
前
掲
注
（（
）
五
二
〇

頁
。

（
（1
）　

大
判
大
正
一
〇
・
三
・
二
五
刑
録
二
七
輯
一
八
七
頁
参
照
。

（
（2
）　

こ
の
点
、
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
も
、
ベ
ル
ギ
ー
逮
捕
状
事
件
（
前
掲
注
6
）
に
お
い
て
、
免
除
は
実
体
法
上
の
個
人
の
刑

事
責
任
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
く
、
訴
追
の
障
害
を
根
拠
づ
け
る
手
続
法
上
の
概
念
で
あ
る
と
判
示
し
た
こ
と
（ICJ,�Judgm

ent�of�
14.2.2002�–�（3（�–�I.C.J.�Reports�2002,�p.�25��para.�60.

坂
巻
（
前
掲
注
5
）
五
一
頁
も
参
照
）、
事
項
的
免
除
に
つ
い
て
は
公
的
資

格
保
持
者
の
所
属
国
に
よ
る
援
用
が
必
要
（
裏
を
返
せ
ば
、
実
体
法
上
は
可
罰
性
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
免
除
が
援
用
さ
れ
た
場
合

に
の
み
訴
追
が
不
可
能
と
な
る
）
と
の
見
解
が
あ
る
こ
と
（
争
い
あ
り
。
坂
巻
（
前
掲
注
35
）
三
二
頁
参
照
）
が
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

（
（3
）　

外
国
軍
人
の
う
ち
、
日
本
が
地
位
協
定
を
締
結
し
て
い
る
米
国
の
軍
人
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
（「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す

る
協
定
」）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
詳
し
く
は
、
黒
﨑
将
広
ほ
か
『
防
衛
実
務
国
際
法
』
弘
文
堂
（
二
〇
二
一
年
）
一
二

六
―
一
二
七
頁
〔
黒
﨑
将
広
〕、
岩
沢
雄
司
『
国
際
法
』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
五
頁
な
ど
参
照
。

（
（4
）　

国
際
法
の
一
般
規
則
（
国
際
慣
習
法
）
ま
た
は
国
際
合
意
等
に
基
づ
い
て
免
除
が
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
管

轄
権
か
ら
も
免
除
さ
れ
る
と
す
る
規
定
。

（
（5
）　

国
際
法
の
一
般
規
則
（
国
際
慣
習
法
）
が
ド
イ
ツ
連
邦
法
の
一
部
を
な
し
、
法
律
に
優
位
す
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
。

（
（6
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�12.

（
（（
）　

岩
沢
（
前
掲
注
（3
）
五
三
八
頁
な
ど
参
照
。
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（
（（
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�35-3（.

（
（（
）　U

N
�D

oc�A
/（2/10

（201（

）,�p.�1（6

〈https://legal.un.org/ilc/reports/201（/english/chp（.pdf

〉.�

Ｉ
Ｌ
Ｃ
暫
定
条
文
草
案

七
条
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
坂
巻
（
前
掲
注
5
）
五
一
―
五
二
頁
参
照
。

（
（11
）　

Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
人
道
に
対
す
る
犯
罪
条
文
草
案
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
広
見
正
行
「
国
際
法
委
員
会
『
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
お
よ

び
処
罰
に
関
す
る
条
文
草
案
』
の
歴
史
的
意
義
と
将
来
的
課
題
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
一
九
巻
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
七
一
頁
以
下
、
東

澤
靖
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
文
草
案
―
国
際
法
委
員
会
の
第
二
読
会
を
終
え
て
―
」
明
治
学
院
大

学
法
学
研
究
一
〇
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
五
頁
以
下
。
そ
の
他
、
竹
村
仁
美
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
法
典
化
の
系
譜
」
法
律
時
報
九

〇
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
（1（
）　

そ
の
後
、
国
連
総
会
第
六
委
員
会
へ
と
舞
台
を
移
し
た
も
の
の
、
結
論
が
出
ず
、
二
〇
二
一
年
秋
に
開
催
予
定
の
第
七
六
回
会
期
に

お
い
て
再
度
審
議
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
国
連
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
第
六
委
員
会
第
七
六
回
会
期
の
ペ
ー
ジ
を
参
照
（https://w

w
w

.
un.org/en/ga/sixth/（6/（6_session.shtm

l

）。

（
（10
）　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
条
文
草
案
を
め
ぐ
る
審
議
に
お
け
る
免
除
の
取
り
扱
い
に
つ
き
詳
し
く
は
、
坂
巻
（
前
掲
注
33
）
二
六
―
二
九

頁
、K

reß/G
aribian,�Laying�the�Foundations.�Concluding�O

bservations,�JICJ�16�

（201（

）,�pp.�（3（-（4（

参
照
。

（
（10
）　

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
中
内
康
夫
「
我
が
国
の
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
加
盟
と
今
後
の
課
題
―
国
際
刑
事
裁
判
所

に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
」
立
法
と
調
査
二
六
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
一
頁
以
下
、
正
木
靖
「
日
本
と
国
際
刑
事
裁
判
所
」
村
瀬
信
也
＝

洪
恵
子
〔
編
〕『
国
際
刑
事
裁
判
所
〔
第
二
版
〕』
東
信
堂
（
二
〇
一
四
年
）
所
収
三
五
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
（10
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�4（.

（
（10
）　

刑
法
の
場
所
的
適
用
範
囲
に
関
し
て
も
同
様
の
論
点
が
提
起
さ
れ
う
る
。
本
事
件
の
原
審
は
、
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
は
世
界
主
義

（
国
際
刑
法
典
一
条
一
文
）、
通
常
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
純
代
理
処
罰
主
義
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
七
条
二
項
二
号
）
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い

た
の
に
対
し
て
（O

LG�M
ünchen,�BeckRS�201（,�52（32,�Rn.�113-115

）、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
戦
争
犯
罪
と
通
常
犯
罪
と
で
法
的
根
拠
を

区
別
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て
後
者
・
純
代
理
処
罰
主
義
の
規
定
で
足
り
る
と
し
て
い
る
（BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�
Rn.�61�

）。
こ
れ
に
加
え
て
世
界
主
義
の
規
定
の
適
用
も
あ
る
の
か
否
か
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
伴
っ
て
（
通
常
犯
罪
に
関
す
る
）
付
随
的

管
轄
（A

nnexkom
petenz

）
が
生
じ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
判
断
が
見
送
ら
れ
て
い
る
（BGH

,�a.a.O
.

）。
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（
（10
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�4（�

も
参
照
。

（
（10
）　

同
様
の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、Jeßberger/E

pik

（Fn.�63�

）,�S.�15�

お
よ
びE

pik, supra�note�20,�p.�16�

を
参
照
。

（
（10
）　

国
際
（
慣
習
）
法
上
、
戦
争
犯
罪
に
該
当
し
う
る
行
為
の
う
ち
、「
既
存
の
刑
法
等
で
は
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
行
為
類
型
」

（
大
河
原
昭
博
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
／
第
二
追
加
議
定
書
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
一
頁
）

に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
に
成
立
し
た
「
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」（
国
際
人
道
法
違
反
処
罰
法
）

に
よ
っ
て
立
法
手
当
が
施
さ
れ
、
同
法
三
条
か
ら
六
条
ま
で
の
四
つ
の
犯
罪
類
型
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
四
類
型
を
除
け
ば
、
日
本
刑

法
に
は
、
中
核
犯
罪
に
特
化
し
た
処
罰
規
定
は
存
在
し
な
い
。

（
（10
）　

他
方
で
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
行
わ
れ
た
（
す
な
わ
ち
、
国
際
人
道
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
）
行
為
で
あ
っ
て
、
国
際

人
道
法
上
適
法
な

0

0

0

も
の
に
関
し
て
は
、
日
本
刑
法
上
も
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
（
久
保
田
隆
「
自

衛
官
に
よ
る
加
害
行
為
と
刑
法
三
五
条
に
基
づ
く
違
法
性
阻
却
―
―
防
衛
出
動
等
に
お
け
る
武
力
の
行
使
を
中
心
に
―
―
」
法
学
政
治
学

論
究
一
二
〇
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
九
―
一
四
六
頁
参
照
）、
仮
に
免
除
が
否
定
さ
れ
、
訴
追
・
処
罰
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
実

体
法
上
不
可
罰
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
意
義
は
乏
し
い
。

（
（（1
）　BGH

,�N
JW

�2021,�1326,�Rn.�61.
付
随
的
管
轄
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
（10
）も
参
照
。

（
（（（
）　

二
〇
二
〇
年
四
月
三
日
、
学
者
・
国
会
議
員
・
弁
護
士
ら
か
ら
な
る
「
国
際
刑
事
法
典
の
制
定
を
求
め
る
会
」
に
よ
っ
て
「
国
際
人

道
法
違
反
を
裁
け
な
い
日
本
の
法
体
系
を
考
え
る
集
い
」
が
衆
議
院
第
二
議
員
会
館
で
開
催
さ
れ
、「
国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
の

違
反
行
為
の
処
罰
等
に
関
す
る
法
制
度
に
つ
い
て
（
骨
子
案
）」
が
公
表
さ
れ
た
。
な
お
、「
集
い
」
に
お
い
て
は
、
共
著
者
・
オ
ス
テ
ン

に
よ
る
「
コ
メ
ン
ト
」（https://b0f603（d-（4f（-4214-aa63-bb（30b2（3（00.filesusr.com

/ugd/（（0b3e_（3132ee20c3c4ac（（5ff5
aca（e2c40ac.pdf

〔
コ
メ
ン
ト
改
訂
版
〕）
が
共
著
者
・
久
保
田
に
よ
っ
て
代
読
さ
れ
た
。
日
本
版
「
国
際
刑
法
典
」
制
定
に
向
け
た
動

き
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、「
求
め
る
会
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://kokusaikeijihou.org/

）
も
参
照
。

（
（（0
）　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
西
田
＝
依
田
（
前
掲
注
1
）
お
よ
びO

sten,�V
erbrechen�gegen�die�M

enschlichkeit�und�Japan�–�
vom

�T
okioter�Prozess�zu�den�D

raft�A
rticles,�in�Jeßberger/V

orm
baum

/Burghardt

（H
rsg.

）,�Festschrift�für�
Gerhard�W

erle,�2022

（im
�Erscheinen

）
も
参
照
。




